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議事 

○金子対策監 ただいまより東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検

討会第23回の会合を始めさせていただきます。 

 本日も進行は原子力規制庁の金子が務めさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

本日の議題、議事次第にございますけれども、引き続きまして、発電用原子炉設置者の

皆さん、今日は中部電力、北陸電力、電源開発の各社に参加をいただいております。御協

力いただきましてありがとうございます。議論を進めさせていただければと思っておりま

す。 

それ以外に現場での事故調査の状況についての議題を二つほど立てさせていただいて、

状況について情報共有したいと思います。 

新型コロナウイルスの緊急事態宣言は解除されておりますけれども、感染症予防という

ことで引き続きWeb会議を併用しながら会議を進めさせていただきますので、進行に御協

力をいただければと思います。発言のないときにはマイクをミュートにしておいていただ

いて、御発言の際には手を振る、あるいは、呼びかけていただいても結構でございます。

ちょっと分割画面が小さい関係で手が識別できないことが、すみません、ございますので、

御発言のある際には呼びかけていただくことも含めてお知らせいただければと思います。

御所属やお名前を述べてから、また御発言いただければと思いますので、よろしくお願い

します。 

今日は資料がちょっと大部でございますので、念のため確認をさせていただきます。御
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紹介をしたように、各御参加の3電力会社から三つずつ資料を用意してございます。資料

2-1、2-2、2-3が中部電力の関係の資料。会議のときには、この2-3を御参照いただきなが

ら議論を進められればというふうに思います。 

それから2-4、2-5、2-6が北陸電力の関係の資料でございまして、同様のまとめた資料

が2-6になってございます。 

それから、電源開発の関係が2-7～2-9までということで、同じように横型でまとめた資

料が2-9という形でついておりますので、2-3、2-6、2-9を中心に参照いただきながらお話

を進めさせていただければと思っております。 

それ以降の議題の調査の実施状況、あるいは、今後の方針等についての資料は、資料3-

1から東京電力、あるいはJAEAに用意をしていただいているもので資料5-3までございます。

特に支障がなければ、これで確認をということだと思いますが、お手元、よろしいでしょ

うか。 

それでは、早速、議事に入らせていただきます。 

冒頭申し上げましたように、この3月に私どもの検討会で取りまとめさせていただいた

中間取りまとめに対します原子炉設置者からの見解等について、2回ほどこれまでも口頭

での議論、対面での議論をやってまいりましたが、残りBWRを設置しておられる3社という

ことで、今日は中国電力、北陸電力、電源開発株式会社に、これ、Webで接続されており

ますけど、御参加いただいております。 

各社ごというよりも、大分議論を進めてまいりまして、どういう話題になるかというこ

とも少しずつ見えてまいりましたので、話題ごとに特にどこどこの会社に聞きたいという

ことがあれば、そのように御発言をいただいたらと思いますし、そうでなければ、それぞ

れからコメントをいただくような形でも御回答いただければと思っておりますので、まと

めて一緒に議論をさせていただくというような形で進められればと思っております。先ほ

ど申し上げた2-3と2-6と2-9を中心に参照しながらと思っております。 

いろいろな論点が入っておりますので、前回に倣いまして、また水素の関係のところか

ら始めさせていただければと思っております。これも、質問、既にいただいているものは

手元で皆さん、一通りは目をさっとは通していただいていると思いますので、それを御説

明いただく必要はございませんので、それを踏まえて質問なり分からない点、あるいはク

ラリファイ、それからコメント、こういうことを考えるべきじゃないかというような御指

摘、そういうものを含めて頂戴できれば、そういった形で意見交換を進めさせていただけ
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ればと思っております。 

それでは、最初、きっと岩永さんから最初にあると思いますので、岩永のほうからコメ

ントさせていただきます。 

ごめんなさい、失礼しました。佐藤から。 

○佐藤管理官補佐 原子力規制庁の佐藤でございます。 

 では、今、金子対策監のほうから話がありましたように、水素滞留の関係からちょっと

私のほうから質問させていただきたいと思います。 

 これは3社に対して共通だと思うんですけれども、水素の滞留に対して、基本的にはオ

ペフロに水素を導いて、そこから排出するというようなことで3社とも検討されていると

思うんですけれども、これまでの検討会でも議論があったように、水素が下階で発生した

際に、その水素がそこの発生した付近で滞留とか、あと、拡散するということも考える必

要があるんではないかと思うんですけれども、そのあたりについてどういった見解がある

かというのを3社にお聞きしたいと思います。 

 中部電力のほうからお願いできますでしょうか。 

○中部電力（安田設備設計G長） 中部電力の安田です。 

 今の御質問に対して、まず、当社のSGTSによる建屋水素対策の考え方、簡単に御説明さ

せていただきます。 

 一つは、PCVの耐性、主フランジですとか、あと、機器ハッチ、ここの部分については

シール部のほうを対策材に変更することを含めてしっかりPCVの耐性を確保するというこ

とをしております。 

 その上で、全体としてリークポテンシャルの高い機器ハッチからの水素漏えい、想定し

ておりますけれども、漏えいしてきた水素は、水素を含む熱いガスとして出てくるもので

ございますので、その上方にダクトがございまして、そこからオペフロに導くと。ダクト

あるいは建屋の各階にある大物搬入口、これがオペフロに連通しておりますので、これで

オペフロに導くと。ですので、まず熱いガスというところから上方への移行というドライ

ブが働くものと考えております。 

 それから、オペフロに吸気口がございますSGTSで大風量、毎時2,800m3ですけれども、

これで強制的に水素を引っ張って建屋の外に水素を排出するという考え方であります。先

行の他社と同じように、解析的にということでございますけれども、各建屋、各区画の水

素濃度を解析により出しておりまして、大部分の区画が0.数％から1.数％、高いところで
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2.9％ということで、可燃限界未満ということを確認しております。 

 今申し上げたとおり、下層階から出てきた水素の滞留ということに対するドライブは、

今申し上げた熱いガスが出てきて、それが上方に移行するというところと、SGTSで強制的

に引っ張って、外へ排出するというところで一定のドライブが働くものというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○佐藤管理官補佐 ありがとうございます。 

 続いて、北陸電力からもお願いできますでしょうか。同じ質問です。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力の四十田です。 

 当社の水素の対策ですが、主に大物搬入口、トップフランジも含めて、そういう大きな

キーハッチですね、そういったところからリークポテンシャルがあるということで、それ

をいかに静的な触媒のファンが置いてあるオペフロに導くかというところを中心に考えて

対策を設定しております。 

 トップフランジから出た部分については、これは直接シールドプラグの上にオペフロが

ありますので、そちらのほうに流れますし、下層階にある機器ハッチであったり、パーソ

ナルエアロック、こういったところから出てきたものは、格納容器と建屋間での差圧があ

りますので圧力で高いところから低いところ、つまり、建屋側に流れていくというふうに

考えております。 

 その後は、建屋の各階に入ったものは、各階には周回通路がありまして、その通路を通

って、今度は滞留になりますが、上層階のほうに流れていくという形でオペフロに導くこ

とを考えております。 

 現在は、その通路に出たものはオペフロにうまく上がっていくように、下から上につな

がる大物搬入口のところを開ける、もしくは、グレーチングのようなもので通りやすくす

るというようなことをして、できるだけ上のほうに導いてやって、静的な触媒のPARで処

理するということを考えております。 

 今回、1Fの事故を踏まえて、やはり局所的にたまるのではないかと、そういったリスク

が顕在化してきたと思っておりますので、我々としては、プラントのウォークダウンを少

し実施して、今まで周回通路に行けば、その後、大物搬入口に行くものだというふうに単

純に考えておったんですが、やはり見ると、全て平たんな壁とか、そういったものではな

くて、局所的にへこみとか、そういうものがあるので、そういったもの、ちょっと滞る可
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能性があるなというエリアをちょっとピックアップしてきております。それについては、

これからは解析を少ししなきゃいけないのかもしれませんが、局所的にたまるところがあ

るようでしたら、そこはもう少し抜けがよくなるように新たに少し穴を開けたり、ダクト

を通したりして上のほうに導く対策を取るとか、そういったことをいろいろ考えていきた

いと思っております。 

 水素はやはり格納容器の中の圧が高くなってくると、完全に止めることは現状の設備で

はできないというふうに考えておりますので、我々としては、まずは、機器ハッチとか、

そういったところにはそれぞれ水素濃度計を今設置する予定でして、この濃度が、今だと

2％程度になると例えばフィルターベントで先に格納容器の中から水素を積極的に外に出

してやろうとか、そういったことを併せて水素の対策をしたいと思っております。 

 プラスして、先ほど中部さんからもありましたが、SGTSによる強制的な循環というか、

そういったものも使ってできるだけ滞らないように、滞留しないようにという対策をやっ

ていきたいと思います。 

 ただ、ウォークダウンでやはり何か所か、ここはどうなのかなというところは、今見え

てきていますので、これについて新たに空調で何かするのか、それとも、PARとか、そう

いったもので処理するのかは、よくよく考えて、効果的な対策を取っていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。規制庁の金子でございます。 

 今、北陸電力からありましたウォークダウンをされて、実際にどういうところに少しま

あ、もしかしたら懸念があるかもしれないということで見ていただいているというのは非

常に、何というか、先進的というか、先駆的というか、良い取組みだというふうに、今、

私、受け止めました。 

 先ほど中部電力さんからお話のあった内容は、もちろん我々も理解をしていて、主要な

対策としてそれが全体としては効くのだろうということについて何の疑いもないのですけ

ど、なお今、北陸電力からあったような、たまる場所はないんだろうかとか、滞留のおそ

れがないのか、本当に思いどおりの設計どおりの動きを本当に水素はしてくれるのかとい

うところには、どうもまだちょっと疑問が残るなというところで、何かお考えがあるかと

いうことをぜひ聞きたいと思っていて、そういう意味では、先ほど中部電力さんから、例

えばSGTSで全体強制的に引くんですというお話がありましたけど、これで本当に流れてい
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くのかということですよね、逆に言うと。そういうような何か分析みたいなものというの

はやっておられるんでしょうか。建屋の中の空気の流れとしてSGTSで全体が流れていって

たまるところって少なくなっていますよみたいなことというのは分かっているのでしたっ

け。 

○中部電力（安田設備設計G長） 中部電力の安田です。 

 先ほど解析的にというふうに申し上げましたけれども、そこの中で水素が漏えいする箇

所とオペフロをつなぐフローパスのところの空間体積については、小さめに設定するとい

うことで、全体として水素濃度が上がる方向の保守性を見て解析しているということでは

あるんですけれども、今御指摘ありましたとおり、そこのフローパスのところのモデル化

につきましては、いわゆるメインストリームとなる主流路のところをモデル化していると

いうことでありまして、今、北陸さんから説明がありましたとおり、現場では、図面上の

確認でもそうなんですけれども、モデル化をしていないところの枝になってダクトが分か

れていくようなところというのはあるというふうに認識をしております。 

そこについては、当社としましても図面上のダクトの配置の確認ですとか、必要に応じ

て現場ウォークダウンをするなど、滞留ということに対する知見の拡充に努めていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○金子対策監 金子です。分かりました。ありがとうございます。 

引き続き、電源開発さんのほうに移っていただいたらと思います。よろしくお願いしま

す。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） すみません、中部電力の竹山ですけど、少し追

加でしゃべらせていただいてよろしいでしょうか。 

○金子対策監 どうぞ、中部電力さん、お願いします。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山でございます。 

 我々、振り返らせていただきますと、オペフロのところにPARはつけておりません。も

ともとこういうふうに判断しているのは、やはり、今、金子さんから御指摘のように、や

っぱり局所の部分というのは非常に扱いにくいということと、当然、我々、CFDとか

GOTHICで解析コードで回しているんですけれども、もう御存じのように、水素、出てきた

ときにたまらない場合、混ざっている場合には比較的うまく拡散するんですけど、一度積

層化等をすると、なかなかうまく取れないというのがあります。 
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我々としては、出てきたものができるだけそういう形にならないようにパッシブではな

いんですけど、アクティブなSGTSで絶えず流れをつくってやることで、できるだけ滞留を

抑制しようということで当初からそういうふうに考えてございます。 

 また、どうしてもこの水素のリーク、PCVからどう漏れてくるかというところに一番の

不確実性があると思っておりまして、なかなかいろいろ、解析等でいろいろやってみたん

ですけど、やっぱり漏れ方と出方によってなかなか難しいところがありますので、それは

今後、知見を広めながら絶えず検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○佐藤管理官補佐 原子力規制庁の佐藤です。ありがとうございます。 

では、電源開発のほうからも私の最初の質問に対する回答としてお願いできますでしょ

うか。 

○電源開発（石倉技術部長代理） 電源開発の石倉です。よろしくお願いいたします。 

 水素の駆動力という話だったかと思います。中部電力さん、北陸電力さんからも回答が

ありましたとおり、当社においても基本的には水素の密度差、エリアごとの密度差ですと

か、あるいは、エリアごとの圧力差というものを駆動力にして水素が動いていくと、その

ように考えています。もちろん、そんな速い速度ではないとは思うんですが、そういう機

構によって動いていくというように考えております。 

 あと、今の中部電力さん、北陸電力さんとの議論の中であったSGTSで小部屋まで引き切

れるかというお話なんですけれども、そこまでの解析というのは確認はしていないという

か、まだできていないんですが、基本的には水素の漏れ出てくる条件ですとか、あるいは、

水素の濃度、空間部の体積なんかを保守的な扱いで評価して、それによって可燃限界に至

らないというようなところは確認しております。 

 手短ですが、電源開発からは以上となります。 

○佐藤管理官補佐 規制庁の佐藤です。 

 3社の皆さん、ありがとうございました。 

今、皆さん聞いていますと、やはり水素が滞留しないようにとか、そういったような形

で、SGTSなりを利用してということで考えていると思うんですけれども、先ほど中部電力

かどこかから、SGTSについても利用した場合でいろいろ確認、審査で確認したりとかとい

うのはしているということは理解したんですけれども、例えばSGTSが動作しないとか、そ

ういったちょっと特殊な場合というところも検討されているのかというところと、審査と
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いうことに、今日は審査の場ではないので、審査に限らずということでお願いできればと

思うんですけれども、そういった水素滞留に対してSGTSが動いている場合と動いていない

場合でどの程度の差が出るのかとか、そういったところの検討をされているのかという話

と、あと、そういったところについてどのような検討をすべきなのか、したほうがいいと

考えているのかというところのお考えが何かあればお願いできればと思います。これも3

社にお伺いしたいと思いますので、じゃあまた中部電力のほうからお願いできますか。 

○岩永企画調査官 佐藤さん、岩永です。ちょっと一旦、よろしいですか。 

○佐藤管理官補佐 はい。 

○岩永企画調査官 規制庁、岩永です。 

 今の点について、SGTSの不確かな動きを前提にというよりは、まず、今の話の流れの整

理として、中部さん、あと、今回、電源開発さんと、あと、北陸さんと話を聞いていて、

まず、SGTSという一つのキーデバイスを介しての水素対策があるということは分かったん

ですけれども、先ほど中部電力の竹山さんの御発言の中においては、先行の2社というか、

電源開発と北陸さんのほうでは水素濃度計と2.5％、いわゆる今までの新規制基準で審査

してきたような手順でというところに対して、中部さんは、ある意味、水素濃度計のポジ

ションを少し変えつつ、積極的にと、よりたまることを嫌うような運用なのかなというと

ころでSGTSを比較的早い段階から回し続けるというふうにして、ちょっとスタンスの違い

も面白いなと思って聞いていまして、スタンスが少しずつ変わってきているのかなとは思

っているんですけれども、私のほうから質問は、今、SGTSでこの原子炉建屋内の水素がた

まった場合に、それが抜けるかということが解析的にできるかという話に早く行っちゃっ

てしまって、いわゆる、たまるかというところにもう少し、先ほど少し水素化のお話もし

ていただきましたが、水素の性質を理解するというところにも少し重きを置いていくと、

我々の事故分析、結構そこも悩んでいて、そういう話も少ししたいなと思うんですけれど

も、各社で水素に対してたまりやすさだとか、それを除去するための単純に空気やそよ風

を吹かせれば抜けていくのかというところについて悩んだこととか、そういうのがあれば

御意見がある人はおっしゃっていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○金子対策監 ちょっと答えにくい複合質問になってしまいましたけれども、要は、出て

いかせられるかどうかという評価の中で、今後どのようなことに着目しなきゃいけないか、

それは解析的なこともあるでしょうし、今、岩永が申し上げたような水素の性質そのもの

として、水素の性質というのもちょっと変ですね、水素、気体が動くときにどのような条
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件だと動きやすいのか、動きにくいのか、あるいは、構造がどのように効くのかみたいな

ことも含めて考えると、どんなことが気になったりしますかということだと思うんですよ

ね。何も気になることはありませんということは、多分ないんじゃないかなとは思うんで

すけれども、今回の福島の事故の実例を見るとですね。何かそういうことで、こういう点

はちゃんと見なきゃいけないんじゃないかという感じがしているというようなところがあ

れば、ぜひ御紹介いただければということだと思います。それで対策をすぐ取るとか、取

らないとかということではないと思いますけれども。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山でございます。よろしいでしょ

うか。 

○金子対策監 お願いします。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山でございます。 

 まず、少し誤解があれば訂正させていただきたいんですけれど、我々もSGTSを使いなが

ら局所、もしくはオペフロで水素濃度が上がってきたときには積極的にもうベントしかな

いなというふうに思っておりまして、もともとやはり水素につきましては、我々、先ほど

安田が申しましたように、福島第一事故がありました以降、まず、リークポテンシャルが

高いところに対して対策を取りながらやってはいるんですけど、やはりどう漏れてくるか

どうか分からないとすると、やはり先ほど北陸電力さんからもありましたように、まずは

リークポテンシャルを下げるために、そういう状況になった場合には、速やかにやはりベ

ントをしてPCVの中の圧力を下げるのと、水素を出していくというところが一番最終的に

事故の影響が低減できるんじゃないかというふうに思っています。 

 当初からいろいろ解析やいろいろ考えてはいるんですけれど、どうしても先ほどから議

論がありますように、水素挙動、例えば凝縮等をして積層化すると非常に流れにくくなっ

たり、逆に混ざっているときには比較的、可燃限界の4％、数％であれば、比較的混ざっ

ていれば、空気と同じような挙動を取りますので流れやすいんですけど、一たび積層化す

ると、なかなか出ないというところと、どこからリークポテンシャルがあるかというとこ

ろ、対策を取ってしまった関係もありまして、どこから出てくるか分からないというとこ

ろになりますと、温度が上がってPCVが劣化した状態で、ある部分から一気に出てくると

いうことになると、どうしてもたまったり、可燃限界に行くとは思っています。 

 そのためにできるだけ早くつかまえてベントをするなり、そういうことをしていくのが

一番PCVの外のところでどうたまるかというところよりもリークポテンシャルを下げると
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いうほうが現実的ではないかと私は思っています。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。北陸さん、いかがでしょうか。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力の四十田です。 

 やっぱり、今回、この水素の話、先行さんの話とかいろいろ伺っていると、やっぱりた

まるというところがすごく今気になっているリスクだと我々は思っているんですけど、通

常であれば、発電所の中でも例えばバッテリー室というところは水素がやっぱり発生する

可能性があって、通常、常用の換気空調系で常に換気しているといった対策を取っていま

す。これは、一般の産業でも同じような状態なんですが、今我々が想定しているこういう

事象のときには、大体電気がないとかで、そういう換気の空調が取れない、また、機器ハ

ッチとか、ああいったところというのは、そのまま機器ハッチの扉が通路に面しているわ

けではなくて、大体小部屋があって、その小部屋の横に通路があるというところになりま

すので、ある意味、完全な密閉ではないんですけど、少し密閉された閉じた空間となって

います。 

 これをもう少し積極的に外に流さなきゃいけないんじゃないかというのは、今回の検討

の中で思っていまして、そのためには一部部分的に常用の空調を動かすというのもあるの

かなと思っています。それは、SGTSでアシストすることはできるんですが、SGTSの能力と

してはリアクタービルの空調、1日に0.5回分ぐらいの換気能力しかないので、やっぱりち

ょっと主戦力、アシストはしてくれるけど、主戦力じゃないのかなと。もっと直接的にそ

の部屋を外に出してやってうまく逃す方法が必要なんじゃないかなというふうに今やっぱ

り考えていまして、当初は、例えば扉にスリットだけつけようかというのがありましたが、

もう少し積極的に抜いてあげるような防爆仕様の何かファンみたいなものとか、そういう

ものも置けるのではないかと、いろいろやっぱりここも効果的、一番効果的なものが何か、

今とり得るもので何ができるかということで現在考えているところであります。 

 それと、あと、評価の話ですが、我々ちょっとまだこれが正しい評価というものを得る

ことができていないんですが、なかなか水素をうまく我々の思ったようなというか、期待

する結果というのはなかなか評価の現状のCFDモデルとかではなかなかできないので、少

し完全に証明することができないところがありますので、そうであるならば、やはりやれ

ることは全てやるのかなというふうに思っていて、例えばブローアウトパネルを開けて、

下層階の扉も開けるというところで換気してあげるというのもアシストとしてはいいので
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はないかと思って、そういうのも対策にやっぱりみんなミックスでやれることは全てやる

のがいいのではないかというふうには今考えております。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。電源開発、いかがでしょうか。 

○電源開発（石倉技術部長代理） 電源開発の石倉です。 

 私どもとしては、漏れ出てきてしまってたまるという状況を極力つくらないというとこ

ろが重要だと思っています。まずはそれが第一だとは思っていますが、しかし、やはりリ

ークポテンシャルがある程度大きいところから漏れ出てくると、先ほどから議論の中であ

りましたけれども、エアロックですとか、ハッチの類があるエリアのところですね。そち

らに出てくる可能性というのは全く否定できない、完全には否定できないという以上、そ

の辺の部屋には水素検出器を設置して早め早め、水素の濃度が上がり切ってくる手前でや

はり格納容器ベントをして格納容器側の圧を下げて、リーク量を下げてやる。それでもさ

らに上がってくるようであれば、ブローアウトパネルを開放するというようなことをやっ

て、水素を吐かせてしまうというようなことをするのがまずは第一かなというようには思

っております。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。ほかの方から、今の話に限らずで結構です。 

○安井交渉官 規制庁の安井です。 

 ちょっと質問が二つございまして、SGTSにしろ、Hバックにしろ、水素がある程度たま

った状態で使って爆発を誘発するんじゃないかという問題が別途ありまして、この種の換

気系の使用限度というんですか、について何か認識がありますかというのが一つなんです

ね。 

 二つ目は、先ほどの電発さんの話にもありましたけど、だんだん漏れてきて濃度が上が

ってきたから対策するというのは、一見合理的なんですけれども、漏れるスピードって誰

にもよく分からないのと、それから、作業時間って、やっぱりああいう困った状態になる

と意外とかかるという経験もあって、上がり始めてから対策を取るという考え方でいける

んだろうかというのは、どういう評価になっているのかなと、ちょっとこの二つが知りた

いんですけど。 

○中部電力（安田設備設計G長） 中部電力の安田です。 

 まず、SGTSの系統の中で爆轟が起こるんじゃないかということにつきましては、SGTSの
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使用の範囲、これは可燃限界未満の範囲で使用するという運用にしております。 

 それから、あと、SGTSの風量ですけれども、毎時2,800tということで、大きな風量で流

れているという状況ですので、系統の中に水素が滞留するということはないと考えており

ますし、あと、一部、SGTSの配管に上向きの閉塞の部分があるんですけれども、すみませ

ん、分岐しているところがあるんですけれども、いずれも上向きの分岐にはなっていない

ということの確認もしております。 

 それから、あと、フィルタの性能を担保するために、フィルタユニットの手前のところ

で電気ヒーターがあるんですけれども、その電気ヒーターは水素を含む処理空気と直接接

触はしないという構造になっておりまして、また、その電気ヒーターの温度コントロール

についても水素着火の温度よりも十分に低い温度で温度コントロールをする設計になって

おりますので、そういった設計確認を通じて、SGTSの水素に対する健全性は確保されると

いうふうに考えております。 

 それから、あと、もう一点ありました水素濃度が上がってきたらPCVベントするとか、

建屋ベントを開けるという、そこに対して漏れるスピードが速い場合は対応できないんじ

ゃないかと、作業時間との関係でどうなんだという御質問がありましたけれども、当社の

まず、PCVベントですけれども、水素濃度が異常漏えいの兆候として上ってきたときには、

PCVベントをするんですけれども、これは中央制御室から速やかに遠隔で操作できます。

それから、あと、建屋のベントパネルの開放についても、水圧でパネルを押し開けるとい

うような構造になっているんですけれども、これも中央制御室から遠隔で速やかに開放で

きるという設計にしておりますので、作業時間との関係では、対応ができるというふうに

考えております。 

 以上です。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山です。 

 少し追加させていただきますと、安井さんがおっしゃったように、そういう不測の事態

にはどうだという面もあろうかと思います。その場合は、当然、まず不測の事態になって

いるということはPCVのほうの健全性が脅かされるような状態というふうに理解しており

まして、当然、その場合にはPCVの圧力が上がっていたり、温度が上がっているというと

ころで、我々がよく言っています2Pd、200℃を超えるような状態になる、もしくは、それ

が予見されて、かつ、シビアアクシデントの対策ができないだろうと思っているときには、

やはり当然、格納容器が破損してしまうよりもPCVの圧力がある程度まであれば、フィル
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タベントを開けてやって放射性物質をフィルタベント側に流してやるというような操作を

考えながら不測の事態に備えていくと、そういうふうに考えてございます。 

 ある意味、そこで言うと、本当に審査を超えたような状態になっているのかなというふ

うに思っています。 

○安井交渉官 ここで議論していることは、基本的に審査の領域を超えている話だという

のは、もうみんなの共通理解ですので、ちょっとその前提でお話をしていますけれども、

今お話の中にあったように、例えば2Pdまで待つんだというのは本当にいいのかというの

は一つの大きな論点だと思うんですね。 

 それで、先ほど中部さんの中で、だんだん漏れ始めたらSGTSなり何なりを使って、僕は、

アーリーベント派なんですね、自分の立場をはっきり言っておくと。そうなんだけれども、

SGTSなんかは、1日に排気できる量が1/2リアクタービルディングボリュームのはずなんで、

そんなもので、そういう一気に効果が出るのかというのもとても不思議に思っていまして、

いけますかということが一つと、それから、不幸にしてたまたま濃いところができて、そ

れがブロワのところまで届いて、ほんの、何でしたっけ、あれ、20mAぐらいで着火する条

件なんですけれども、それは電熱線が出ていないのはよく分かるんですけれども、あれだ

けの可動、エネルギーのあるファンがあっても、本当に平気だよって言えるのかというの

は、ちょっと僕にはよく分からないところがあって、ちょっとこういうのはちょっと今限

界の話をしているので、よく分からないものもあるはずなんですよ。ただ、そんな不確実

性を追求するほうがいいのか、より早めに格納容器の圧力を下げるほうがいいのかという

選択になったときに、SGTSにあんまり頼るのはどうかなという、ちょっと気がするんです

が、いかがかなという質問だと取られたらいかがでしょうかという。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山です。 

 新規制基準をつくっている頃からいろいろ安井さんと御議論させていただきましたけど、

私、個人的にも安井さんと同じ、どっちかというとアーリーベント派でして、ずっと以前、

新規制の頃の議論でもさせていただきましたように、当然、加温の破損でもPCVの圧力、

1Pdぐらいまで上がるものですから、そのときでも御説明したと思いますけれど、その状

態でも、もうこれで対応がないよということであれば、早期にベントを開くと、かなりの

分量がフィルタベント側に流れてくれるというふうに思っていますので、そこまで待つこ

となく、ある意味でいうと、もうこれで格納容器が破損してしまうだろうということにな

った場合は、圧があるうちにベントをしたほうがフィルタベント側のほうに流れるもので
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すから、そのほうが有利だと思っていますという説明をずっと以前にさせていただいたこ

とがあります。 

 SGTSにつきましては、これは今、審査状況、審査のような状況ということで御説明して

おりまして、まずはPCVが健全である状態、要は設計漏えい2ぐらいの健全性がある中で

PCVの圧力が上がったり、中にあります水素、FPが出てきたときにどうするかという議論

をさせていただいておりまして、当然それを超えるようなものであれば、早期に建屋のベ

ントを開けて、そうすると全然換気の空量が違うものですから、当然、そこを開けると

SGTS、もうほとんど使う意味がないものですから、SGTSではなくて換気系ではなくて、建

屋ベントを開けて、そこで自然対流でがっと除去してしまうと。PCVで早く漏れる前にベ

ントしてやるというのが最も自分としては一番良い対策ではないかと思っています。 

○金子対策監 ありがとうございます。今のような形で必ずしも今できていることという

よりも、できていることの状況を超えた状態になったときにどういう対処を考えなきゃい

けないか。今、安井のほうから、ある意味、極端な話として滞留した水素の対策を取るの

か、そもそも滞留させずに早く外に出してしまうのか、これは非常に大きな戦略の問題で、

どういうふうにそれをメインパスとして取るのかということも多分すごい議論になるよう

なアイテムだと思います。そういうのもちょっと踏まえて、もしさらに北陸電力さん、あ

るいは電発さん、御見解があったらお願いできますか。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力の四十田です。 

 先ほどの安井さんの質問にも答えつつになるんですが、SGTSとか空調の話ですね、ロー

カル空調とか、そういったものの耐性の話で言いますと、おっしゃるとおり、可燃限界の

以上のところではやはりまだ技術的にできるというものは成立する、そういう設備はあり

ませんので、それに至る前に早めに使うという形になります。 

 それで、漏れるタイミング、例えばうちですと、機器ハッチの辺りで2％とか、そうい

ったものを超えたあたりでベントをまずやるわけなんですが、そういったものと、それで

も足りずにか、それが少し遅れた場合にブローアウトパネルを開けるかという、こういっ

たところは、建屋ベントを中心とした、フィルタベントを中心とした水素対策で、それの

助成するような形でSGTSだったり、さらに駄目押しでブローアウトパネルだったりという

ところで、その全体でどうあれば一番効果的なのかということでやっていきたいと思って

おります。 

 それで、フィルタベントが例えば遅れたとか、そういったものも頭の体操としてはやる
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べきだと思っていまして、そういった場合には、そのほかの対策で一体いつまでだったら

建屋の健全性を守ることができるのかということは明確にした上で対応策、手順とかに落

とし込みということをやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。今の点、いいですかね。 

 電源開発さん。 

○電源開発（石倉技術部長代理） 電源開発の石倉です。 

 SGTSについては、中部さん、北陸さんからもありましたけれども、可燃限界ぎりぎりま

で使うということではなくて、その手前、余裕を持ったところで止めてやると。水素濃度

が上がってくる場合には止めてやると、そのような運用を検討しているところです。 

 その上で、やはり水素が漏れ出てくるリーク量を抑えてやるということが重要だと思い

ますので、あらかじめ建屋内の水素濃度もそうでしょうし、あるいは、格納容器内の圧力、

それから温度でしたっけ、温度ですかね。そういったところのベントを実施する基準とい

うのを事前にしっかり検討しておくというところが重要かなというように考えています。 

 電源開発、以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。 

 ほかに今の水素。遠山さん、お願いします。 

○遠山課長 規制庁の遠山です。 

 ちょっと今までの議論と少し違う方向の議論になるような質問をさせていただきたいん

ですけれども、もともとSGTSは通常運転時に使っていて、原子炉建屋の中を負圧に保って

いたという理解なんですけれども、先ほど、だけどウォークダウンや小部屋がいろいろあ

ってというお話を聞くと、原子炉建屋の中の負圧といっても、オペフロなどに比べて下層

の小部屋のようなところに実際は圧力勾配ができているんでしょうか。それとも、実際、

均一に負圧に保たれているということなんでしょうか。ちょっと質問です。 

○金子対策監 そういう評価をやったことありますか。 

 北陸電力さん、お願いします。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力の四十田です。 

 小部屋とかにたまるというお話、おそれがあるということ、私、先ほど申しましたが、

必ずしもその部屋というのは密閉性があるものではなくて、空調全体としての常用空調が

ありますので、それが通る空気のダクトとか、壁を貫通する穴みたいなもの、そういうも
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のがありまして、そこを通じて圧力の勾配ができないと、いずれ落ち着くという、そうい

うような構造になっております。 

 以上です。 

○遠山課長 そうしますと、通常時は押しなべて原子炉建屋の中は負圧がほぼほぼ均一に

保たれているということかと思うんですけれども、そういうことでよろしいですか。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力、四十田です。 

 そのとおりです。 

○遠山課長 そうしますと、SGTSを回している間は、仮に最初に格納容器から少量の漏え

いがあったとしても、下のほうであれ、ハッチの周りの小部屋であれ、通常時の換気空調

系と併せてかもしれないけれども、引いてやることはできると、そういうことでしょうか。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力の四十田です。 

 我々、ウォークダウンでちょっと思ったのは、例えば小部屋に入るときの扉というのは

人間の高さよりちょっと大きめなんですけど、そこに入ると、例えばその上を見ると、少

しくぼみが上のほうにあって、ここの部分にはちょっと滞ってしまうな、ここに入ってし

まうとなかなか外に出にくいのかなという、そういう箇所はやっぱり幾つかありました。 

長い時間を経てばなるのかもしれませんが、最初にこの格納容器から出てきた、熱いも

のが出てきてなった場合には、周回通路のほうまで行く前に、そういうところに一度止ま

って、そこから溢れたものが周回通路に行くのかなという、ちょっと定性的ですけど、イ

メージを持ったり、やはり現場で見て思いましたので、もう少しそのあたりは、評価でで

きるところとできないところがあると思いますが、検討の上、対策を検討したいと思って

おります。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。ほかに皆さん方から、いかがですか。 

○北陸電力（福村原子力部長） 北陸電力の福村ですが、よろしいでしょうか。 

○金子対策監 北陸電力さん、どうぞ。 

○北陸電力（福村原子力部長） 先ほど来、フィルタベントをどのあたりから使うのかと

いうことについても話がありますが、ちょっと私なりの考え方をお話しさせていただきた

いと思います。 

 もともと二次格納容器である原子炉建屋、原子炉棟、これはSGTSとペアで二次格納容器

という、そういう考え方になっていると思いますが、これら二つを同時に使うことによっ
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て、先ほど来出ている建屋の負圧を守って、それで建屋の外に放射性物質を出さないとい

うのが、この原子炉建屋、原子炉棟とSGTSの主たる目的だと、当初の目的だと思っていま

す。 

 今回、福島の事故を踏まえて、それでフィルタベントを設置したわけですから、このフ

ィルタベントがある状態でSGTSをどの程度期待するのかということは、これはやっぱり再

び再検討してもいいのではないかと個人的には思っています。 

フィルタベントを通して格納容器の中の放射性物質を相当部分取り除いた上で外に出す

ということであれば、SGTSを使うということにあまり大きく期待をしなくとも、そのSGTS

の代わりにフィルタベントで外に放射性物質を取った上で外に出すということもある程度

は期待できるわけですから、先ほど来、安井さんや、もしくは中部電力の竹山さんがおっ

しゃっておられたように、相当の早い程度からアーリーベントをしていくというようなこ

とを積極的に考えていっていいのではないかということを考えております。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。今の点は、ほかにも水素だけのことを考えるので

はなくて、変えなきゃいけないものがあって、放射性物質というのは当然なんですけれど

も、これ、タイミングによっては、今福村さんがおっしゃられたフィルタベントで取れる

ものと、希ガスのように、もしかしたら早いタイミングではもうちょっと気にしなきゃい

けないものがあるかもしれないと。どういう状況でそれを考えるかによって全然バランス

が変わると思いますけれども、そこら辺は何かお考えになったようなことというのはござ

いますか。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山でございます。 

 ちょっと福村さんとは意見が違うところがありまして、やはりフィルタベントとSGTSを

使っている二次格納対策というのは、ある意味、相補完するものだと思っています。 

 我々、代替RHAやいろんな代替注水、格納容器対策も取っておりますので、かなりの事

故に対しては格納容器の健全性を保ちながら24時間とか48時間以上、ずっと保てると思っ

ています。その場合には、当然、特に除熱が効いていないときにはPCVの圧力が上がるも

のですから、そのような状態にはやはりSGTSで二次格のほうを換気してやるということで、

より水素がたまったり、放射性物質が出てきて、僅かですけれど格納容器から出てくるも

のですから、それをコントロールできないというのはいろいろな可搬設備や中層に対する

被ばくについても不備だと思っていますので、それは、当然、SGTSを使いながらコントロ
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ールしながら格納容器の健全が保てるうちはしっかりやっていくものだと思っています。 

 ただし、安井さんとの議論のように、格納容器の健全性が脅かされるような状態、要は

水素が大量に出てくるかもしれないという予測になったときには、ある意味、SGTSで二次

格を守るという領域を超えていると思っていますので、そういう状態が予見されるときに

は、PCVのベントを早めにやっていくというのが戦略だと思っています。 

○金子対策監 ありがとうございます。 

○北陸電力（福村原子力部長） 北陸電力の福村ですが、よろしいでしょうか。 

○金子対策監 北陸電力、どうぞ。 

○北陸電力（福村原子力部長） ちょっと説明の仕方が不十分で誤解を招く言い方だった

のかもしれませんが、何が何でもフィルタベントをというようなことではありませんで、

先ほどちょっと御質問もありましたように、どういったときだとフィルタベントを早めに

やってよくて、それではなくて、やっぱりSGTSをというところは、様々な評価をした上で、

何か今もともと考えているような使い方よりもフィルタベントを早めに使うということを

考えてよいようなところが見つけられるのではないかなというような趣旨も踏まえて、含

みながらお話をしたつもりでございます。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。 

 これ、具体的に想定するのはなかなか、難しい条件、厳しい条件なので、それぞれに解

があるということではないかもしれません。考え方は、今みたいなバランス、何を守るの

か、何を今戦略を取るのがいいのかという考え方を取って、実際にそういう本当に厳しい

状況が起きているときに何が判断できるのかということを考えておくということは大事な

教訓だとは思います。そういうことをこの水素の問題は問いかけているかなというふうに

思っています。 

 ほかにこの水素の漏えい関係、よろしいですか、ちょっと今せっかくですから、可燃性

ガス、ごめんなさい、手を振っていらっしゃるのは、それ、どこかな。どうぞ、声を出し

てください。黒いジャケットを着ている。 

ちょっと音が入っていないみたいですね。 

 今、ちらっと聞こえましたが。 

○角谷管理官補佐 規制庁の角谷ですけれども、聞こえますでしょうか。 

○金子対策監 角谷さん、どうぞ。 
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○角谷管理官補佐 今の議論の中でSGTSで建屋の中の水素を排出しつつ、建屋側に漏れて

くる、漏れてきた、あるいは漏れてくるおそれというところでフィルタベントに移行する

というときに、ちょっと判断基準のところで、今、現状って、リークポテンシャルの高い

ところに水素濃度計みたいなものを設置して、そこで判断をするという形にはなっている

と思うんですけど、先ほど何かウォークダウンとかで、水素の滞留というのを考えたとき

には、多分リークポテンシャルの高いところ以外にも滞留する可能性があってとかという

ことを考えるとすると、次に判断基準として使う水素濃度計、検知器みたいなものをどう

いう軸で設置する場所を決めるのかとか、今はリークポテンシャルの高いところですけど、

それに続く水素濃度計を設置すべき場所みたいなものの考え方があれば、どなたか御説明

をいただければと思うんですけど。 

○中部電力（安田設備設計G長） よろしいですか、中部電力の安田ですけれども。 

○金子対策監 中部電力、お願いします。 

○中部電力（安田設備設計G長） 今、御指摘いただいたとおり、リークポテンシャルが

高いところということでドライウェルの主フランジ、それからPCVのハッチ類ということ

が比較的大きな開口で、しかもシール材を有しているというところで、そこに面している

中小区画ですとか、あと、オペフロに水素濃度計を設置して、そこを代表して測定をして

いるという状況ですけれども、あと、それ以外の我々がリークポテンシャルが小さいとい

うふうに判断しているところとして、ペネトレーションがあります。配管ペネ、電気ペネ

あるんですけれども、特に電気ペネのところは、シール材として樹脂を使っているという

ところもあるんですけれども、そこについては、いわゆる200℃、2Pdに対する試験を実施

して、無漏えいであるということの確認をしておりまして、それをもって電気ペネからの

有意な漏えいは考えなくていいだろうということで、そこについての水素濃度計の検知は

現状していないということですけれども、今後の、そこを強化できるのかということです

とか、あと、そこの近傍にかなり数が、ペネがありますけれども、そこの近傍に水素濃度

計の強化をしていくということなのか、知見の拡充の状況を見ながら検討していきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。北陸も何か御発言、ございましたか。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力の四十田です。 

 今、中部さんがおっしゃられたとおり、我々も機器ハッチのところは全て水素濃度計、
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あとオペフロにつけるという、こういう対策は実施しておるわけなんですが、今回、ウォ

ークダウンに合わせて、電気ペネの辺りも確認をしております。電気ペネのほうは、これ

までの知見から200℃、2Pdのところでは漏れないだろうということになっていますが、や

はり1Fの事故はかなり高温になって、そこから漏れたということも実際、多分想定される

ところですので、我々としては、電気ペネ室というのは、この電気ペネ室はもしかしたら、

そういう高温になるとリークの可能性があるのではないかということで抽出をしておりま

す。 

一応、現状、5か所程度の部屋を特定していて、電気ペネの耐性の話にもなりますが、

そういったところに本当に必要なのかどうなのか、どういった場合にそこに漏れてくる可

能性があるのかということを検討の上に設置の要否というものは考えていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。ほかにありましたら。 

 安井さん。 

○安井交渉官 これは質問ではなくて、今日、非常に意味ある議論ができていると僕は思

っていまして、言わばシビアアクシデントも非常に進んできたときには千差万別だろうし、

事前に全部分かっているわけでもないから、どこに検出器をつけたらいいだろうかという

のは検討してもいいんですけれども、それでこの問題が解決する問題ではないと。 

ただ、こうやって、今はちょっと距離もあって1対3でやっていますけど、いろんな形で

ある程度よく議論をして、それで、僕らからすると、個々の社さんは、どういう考え方で

この社はどういう条件だと何をしようとしているのが分かっていないと、実際に何かあっ

たときにも困ってしまう。それから、他社さんとの間でも、そうか、そんな考え方がある

のかというのを積極的に採用してもらえれば、全体的にレベルが上がると思っていますの

で、そういう意味では、今までのと言っちゃ申し訳ないんだけど、この意見交換会にはな

い非常に生産的な議論になっていると思っています。 

 その上で言うと、やっぱりこの言わば格納容器というのは、本来はまさにComtainment 

vesselというぐらいで全てのものを囲い込むのが目的だったんですけれども、この水素と

いう一つの問題があり、それから、シビアアクシデントが非常に進んだ状態という中で、

必ずしもいつまでも踏ん張っていればいいというものじゃないよということになり、一方

で、あんまり早くやると希ガスの短寿命核種の問題もありますので、正解はなかなかない
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し、何か画一的な条件だったらトリガーがこうなるというのが正解とは僕は思わないんで

すけれども、この種のやっぱり議論、言わば特殊な状態をいろいろ福島のパターンだけに

とらわれないで、いろいろ考えていくことにとても意味があって、そういう意味では今日

の議論は非常に意味あるところに来ているなと。 

 それから、アーリーベントについては、うちの中で言ってもちょっといろいろ僕も難し

いこともあったんですけど、やっぱり考えていくということ自身にやはり価値があるとい

う意味で、もっとこれから、これ以外の場を含めて、ちょっといろんな議論をする機会を

持てるようになることを強く、誰に期待したらいいのかな、期待します。 

○金子対策監 安井さん、ありがとうございます。 

 この今日の議論は、もちろん事故の調査結果を踏まえて、どういうことを考えなきゃい

けないだろうかということの意見交換であるのでそういうことなんですけど、御承知の方

は御承知のように、規制庁、規制委員会としては、これを踏まえて規制に反映すべきこと

があるのか、ないのかということをきちんと検討しようという取組を別途、もちろん行っ

ています。その過程の中でも、今、安井が申し上げたような、各社でどういう方針を取ら

れるおつもりがあるのだろうかとか、そういう戦略が考え方としてあり得るのかというこ

とは、非常に大きな判断のベースになると思います。 

したがって、そういう意味でも、また意見交換、情報共有、そういったことをしていく

場が必要だと思っていますので、これはこれで、私が取りまとめるかどうかは別にいたし

まして、規制庁としてはちゃんとやっていかなきゃいけない課題だと認識をしていますの

で、それはそれでやります。 

当面は、多分、今日のように水素のところから始めて、まただんだんいろんなものに話

題が移っていくと、そういうことになろうかと思っています。 

ちょっと時間も、すみません、大分使いましたので、水素固有の話をちょっと一回閉じ

まして、本当は作業員のオペレーションの話とかいろいろあるんですけど、ちょっと置か

せていただいて、可燃性ガスのところをちょっと何かもし御知見があるところがあればと

いうことだ思いますけど、どうしましょう。佐藤さんからちょっと質問していただいたら

いいのかな。 

○佐藤管理官補佐 原子力規制庁の佐藤です。 

 では、可燃性ガスの関係なんですけれども、文書でお答えいただいているところでは、

3社とも知見についてはあまり有していないというようなのが基本なのかなと思っていま
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す。 

 中部電力のほうからは、ケーブル燃焼試験の結果ということで架橋ポリエチレン等のケ

ーブル材料から炭化水素ガスが発生するというようなことは分かっていますというような

お答えをいただいているんですけれども、中部電力に対してまずちょっと確認ですが、こ

れは試験というのは独自でやられたものなのか、一般的にやられたものとして答えている

のか、他社としてやられているのかというのは何かありますか。 

○中部電力（安田設備設計G長） 中部電力の安田です。 

 これ、当社と電中研との間で実施したものでありまして、ケーブルトレイの上に乗っか

っている難燃性の高圧、低圧動力ケーブル、これの自動消火の関係で試験をしたものなん

ですけれども、延焼試験をやっておりまして、加熱温度が400℃、それから加熱時間が30

分ということで、どういう可燃性ガスがどれくらい出てくるかということについて試験を

した結果を有しているということでございます。 

 まずは以上です。 

○佐藤管理官補佐 原子力規制庁の佐藤です。 

 ありがとうございます。まずちょっとほかの2社にも聞きたいんですけれども、北陸電

力と電源開発では、何か例えば自社独自とか、何か持ち合わせているような知見、可燃性

ガスの発生に関する知見というのは何かありますでしょうか。あるいは、こういうものを

知っているというものでもあればいいんですけれども。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力の四十田です。よろしいでしょうか。 

○佐藤管理官補佐 お願いします。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 今回、可燃性ガス、1Fの事故調査の過程でこうい

う新しい知見が見えてきたというところで、我々としてもびっくりしつつ、そういうこと

もあるんだということを気づきました。 

 それで、じゃあ一体何が燃えたんだろうかという、本当に素朴なところから実はスター

トしたんですが、以前、会の中でもあったと思いますが、炎色反応からいったら、あの赤

い色というのは例えばカーボンなのか、ほかだとカルシウムなのかという、そういうもの

が色的には赤だよね、赤とか橙だよね。じゃあそれが格納容器の中でいうと何があるんだ

ろうということを我々として特に実験の結果があるわけじゃないんですけど、そういうよ

うな観点で確認を今してきております。 

 我々、サプチャンのpH制御の話もありましたので、格納容器内の中にどういったケーブ
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ルがあって、これ、被覆材とか絶縁材、こういった物はポリエチレン系の物がかなりある

んですが、こういった物、炭化水素関係が入っている物というものは溶けたり燃えたりす

るときに確かに赤い色が出たり、すすも出るよねと。カルシウムのほうはちょっとMCCIが

起きたときとかですけど、これはさすがにちょっと揮発性とか、そういうものはないので、

外には出ないから、やっぱりケーブル関係の炭素が何らかの形で溶けたり揮発して燃えて、

それが漏れて燃えたのじゃないかというのが現状の推測です。 

 格納容器の中には、ケーブル関係、大体9点、9,600kgぐらいのそういうシースというか

被覆材とか絶縁材がありますので、これが全量そういう形ですぐ可燃性のものになるかと

いうのは分かりませんが、ちょっとそういうものもポテンシャルとしてはあるんだろうと

いうふうに考えております。 

 一方、いろいろ研究とかも進められていたり、代替品ということもあるので、効果はち

ょっと分かりませんが、効果、どの程度あるかというのもまだこれからの検討ですけど、

もう少し出にくいものにものを代えていくというものもあるのかなというふうには社内的

には検討をしております。 

 北陸は以上です。 

○佐藤管理官補佐 ありがとうございます。電源開発のほうから何かありますか。 

○電源開発（塩田安全技術タスクマネージャー） 電源開発の塩田でございます。 

 当社も具体的に試験を実施して得た知見というものはないんですけれども、一般的にケ

ーブル被覆なんかに使用される素材から高温下で炭化水素が発生するというような、ちょ

っと文献みたいな調査というところはしていますが、具体的に試験をやって知見があると

いうようなことは、今のところございません。 

 以上です。 

○佐藤管理官補佐 ありがとうございます。 

 今、電源開発のほうからもそうですけど、試験実施はまだしたことないということなん

ですけれども、一方で、さっき中部電力のほうから話があって、過去に電協研でやったほ

うものというのはあるということなんですが、福島の事故、あるいは、我々の中間取りま

とめでいろいろ検討、まだ検討途上ですけれども、やっているような状況も踏まえて、今

後、個社なり電力共同でなりもあると思うんですけれども、何かそういったようなもので

こういった可燃性ガスの発生に関する何か検討というのはやるような考えはあるのか、あ

るいは、こういうのをやったらどうかというのは何か意見としてありますでしょうか。 
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○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山でございます。 

 弊社、もともと今回の知見で初めてという感じではなくて、当然、BWRの宿命でもあり

ますけど、RV部の下から当然CREやケーブルがいっぱい入っていますので、当然、そこに

デブリが落下した場合には、ケーブル等からある量の可燃性ガスは出るだろうというのは

最初から想定を考えています。 

 その量的にいうと、発生するだろう水素に比べて十分少ないというところと、格納容器

の中、N2で不活性化しておりますので、水素をメインとして計測して対策を取っておけば、

十分できるだろうという考えでやっていました。 

 あと、今後どうするかというところで、当然、やることについてはいいことだなという

ふうには思うんですけれど、どうやっていくかというところに若干の方向性が見えないと

ころがありまして、当然、デブリの温度、数百℃になってくると、有機の被覆というのは

どんなに頑張っても多分、分解してしまうというところと、やっぱりああいう絶縁体等に

対しては、ああいう素材しかないものですから、ｷﾆｹﾞすることによって可燃性ガスが発生

しないようなものを開発するとかどうだというところは、水素があるものですから、あま

りメリットがないのかなというふうに思っています。 

 ただし、当然、どういうものが出てきてどうなのかというところを、それほど、ちょっ

と温度が高いのでどうやっていくかというところはありますけれど、いろいろ検討してみ

るというところは新たないろいろな知見が出てくるかなというふうに思いますので、意味

があることかなとは思っています。 

○中部電力（安田設備設計G長） 中部電力の安田です。 

 少し追加で話させていただきますと、PCV内のケーブルですとか、あと、塗料、それか

ら保温材の調査結果も当社としては有しておりまして、ただ、先ほど火災防護関係のケー

ブルの燃焼試験で申し上げたケーブルの種類は、いわゆる動力ケーブルの燃焼試験であり

まして、格納容器内の特に温度が高温になるペデスタルですね、そこに存在するケーブル

の種類とは違うものになりますので、やはり知見の拡充ということに対しては、そうした

ペデスタルの中に存在するケーブルとか塗料とか、そういったものの調査結果、我々有し

ておりますけれども、それと、各社が持たれている調査結果を持ち寄ってグルーピングで

きるところは、そういうふうな整理をして進めていくということにすれば、効率的に合理

的にできるのかなというふうに考えております。 

 以上です。 
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○佐藤管理官補佐 ありがとうございます。ほかの社の方は何かありますか。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力の四十田ですけれども、よろしいでしょ

うか。 

○金子対策監 どうぞ、お願いします。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 先ほど少し申し上げましたが、確かに実験でこれ

を再現する、格納容器の環境を再現して可燃性ガスを出すというところの研究というもの

も大事なことだとは思っておりますが、なかなか結果が思うように出るのかどうなのかと、

ちょっとまだよく分からない状態で、今後必要に応じて全社で協力してやっていくことに

なると思いますが、現状、既存の技術でもそういったものが出ない、無機の材料でそうい

うケーブルというものはありますので、例えばMIケーブルというので、核計装あたりでち

ょっと使われているものですが、こういった物ですと、金属、ステンレスとかのそういう

シース、被布に対して中に無機質の絶縁物というもの、そういったものがあって、温度的

にはかなりそういう熱いものが当たっても壊れないというものも世の中的にはありますの

で、そういったものを使えるところは使って発生量を低減させるとか、もしくは、もっと

いいものがあれば、そういったものに代えるということは、やっぱり発生量と併せてどこ

まですればいいのか、下部のRPVの下のほうですね、この辺りのところでどこまでやれば

抑えられるかというところもちょっと検討の内容として今後やっていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○金子対策監 いいでしょうかね、ありがとうございます。 

 金子ですけれども、今、お話のあった中で、今日の議題の三つ目にも実はあって、我々

からも、それから東京電力からも御紹介があると思うんですけど、今後、実験をやりたい

と思っていまして、それの際に、恐らく例えば先ほどお話が中部電力からありました過去

の実験の条件とか、どういうものを使ったかというようなお話がありましたけど、ちょっ

と細かな点で情報共有をいただける範囲でいただけると、我々の条件設定とか、いろいろ

なものに多分役立つと思いますし、それから、北陸電力からはPCV内に9,600kgぐらい被覆

材系のものがあるというようなお見積りがあるということでしたので、どれぐらいのもの

がポテンシャルとして存在しているのかというのも、どれぐらいのものが出てくるかとい

う、ある意味の試算をする上では非常に基礎的に大事な情報なので、そういったことはち

ょっと、どこでまとめていただけるかどうかというようなやり方はまた御相談しますけれ
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ども、ぜひ積極的にこんなのはあるけどというのは、またこの機会に限らず、情報共有を

させていただければと思いますので、我々から、ある意味、体系的にお願いをしようと思

いますけれども、大変貴重な情報共有を今いただいたと思っていまして、そういうのがき

っかけになってまた進めばいいなと思っております。 

 本件、ほかにございますか。 

○電源開発（石倉技術部長代理） すみません、電源開発ですが、よろしいでしょうか。 

○金子対策監 電源開発、どうぞ。 

○電源開発（石倉技術部長代理） 弊社、まだ大間のプラント自体は建設中という段階で

すので、ケーブルの物量なんかも設計ベースの値という形にはなるんですが、そういった

情報を今後共有の場があれば、ぜひ積極的に出していきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○金子対策監 ありがとうございます。 

○中部電力（安田設備設計G長） すみません、中部電力の安田ですけれども、当社にお

いて実施をしたケーブルの燃焼試験の結果、それから、あと、PCV内のケーブルですとか

塗料の物量、種類、そういった調査結果につきましても御提供することが可能でございま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。またこちらからどういう形でしたらいいかを考え

ましてアプローチさせていただくようにいたします。ありがとうございます。 

 ほかの点、この可燃性ガス関係、ございますか。あるいは、水素と一緒に燃えるという

観点でも、もしかしたらいいかもしれませんけれども、よろしいですか。 

 そうしましたら、この燃焼関係は大体以上ですかね。 

そうすると、今度、ベントの関係の設計の話であるとか過去の考え方とか、そういった

点について少し御見解なり質問をするような形で伺っていければというふうに思います。

あと、そうですね、マックス全体でこのセッションが30分強ぐらいで閉じるぐらいのイメ

ージで議論を進めていければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 いいですか、じゃあ、佐藤さんから。 

○佐藤管理官補佐 原子力規制庁の佐藤です。 

 では、次に、文書でお答えいただいている中の耐圧強化ベントラインの過去の設計等の
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関係でちょっとお伺いしたいんですけれども、中部電力のほうから、今日、資料2-3とい

う規制庁のほうで用意した資料のところにお答えいただいているところがあるんですけれ

ども、耐圧強化ベントの設備については、造った当時、耐性をいろいろ確認しているとい

うことであるんですけれども、2Pdまでの耐性というのは詳細な評価は確実にはしていま

せんでしたということでいろいろ書いていただいているんですけれども、まず、北陸電力

と電源開発になんですが、これ、今、中部電力のほうで回答いただいているものと同じよ

うな状況なのか、あるいは、もうちょっと異なる、違った解析をその当時していたのかと

いうところについて何か御見解があればお願いしたいんですけれども。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力の四十田です。よろしいでしょうか。 

○金子対策監 北陸電力、お願いします。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 今の御質問ですが、当社も中部電力さんと似たと

ころがあると思いますが、当時の電協研とか、あと、アメリカのサンディアの実験結果と

か、そういったものを総合的に判断して一般的には200℃、2Pdには耐性があるだろうとい

うことで整理をしておりました。 

 今は、じゃあそれ、実際の発電所に使うものがその実力があるかどうかの確認について

は、新規制基準が始まって審査の準備をしている断面で実際やっておりますので、そのAM

の断面ではそこまでは電協研とかのそういう知見、既往の知見を用いて判断していたとい

うことです。 

 以上です。 

○佐藤管理官補佐 ありがとうございます。電源開発はいかがですかというか、今の設計、

当社、いなかったのでまあ、ということですかね。 

○電源開発（石倉技術部長代理） 電源開発の石倉です。 

 御理解のとおり、弊社、大間の場合はまだアクシデントマネジメント整備報告等を行っ

ていなかったというところがございますが、当時、設計の中で確認していた状況というの

は、中部電力さん、北陸電力さんと同様です。 

 電協研等の既往の知見に基づいて、格納容器本体の耐力は判断しておりましたけれども、

貫通部のところですかね、弁なんかの辺りはちょっと確認が十分ではなかったという状態

です。 

 今現在は、新規制基準に基づいて確認を行っていますので、200℃、2Pdの耐力があると

いうところは確認しております。 
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 電源開発、以上でございます。 

○佐藤管理官補佐 規制庁の佐藤です。ありがとうございます。 

 あと、ちょっとまた違うベントラインの関係の別の話になるんですけれども、今度、今

の2-3の資料の46ページのところの真ん中の同じく中部電力の回答をいただいているとこ

ろの(3)-③関係というところで、過去のSGTSの排気ラインの高さに関する回答をいただい

ております。中部電力の浜岡1、2号機ですけれども、SGTSの排気ラインが排気筒の中間高

さまでの設計になっていて、実際にそこまで何でしたのかというところの話なんですけれ

ども、中間高さまで立ち上がっていれば放出できるというような資料があったということ

なんですけれども、これについて、もし分かればなんですけれども、この放出できるとい

うところの何か根拠みたいなところというのは、その資料に書かれていたり、あとは何か

御存じのところはあるんでしょうか。 

○中部電力（松本安全技術G長） 中部電力の松本です。 

 ありがとうございました。資料がありましたということで回答のほうをさせていただき

ました。内容のほうは、1、2号の主排気筒というのは建屋の大きな空調のダクトが接続を、

排気筒に直に下から15mの高さのところでされています。これに対して、SGTSの排気管と

いうのは、1、2号供用ですけれども、出口の高さが内部で下から30mのところまでありま

した。その30mの高さについて、どんな資料が残っていたかということなんですけれども、

主排気ダクトのほうが破損をしてしまって、排気筒の下部のほうで内部と外がちょっとツ

ーツーになってしまうような状況に仮になったとしますと。その状態で排気筒の中には排

気管が口を開けて立ち上がっていますので、その口の高さによって、そういった主排気ダ

クトが破損した状態になったとしても、排気筒の頂部からSGTSの排気が、排気できるよう

な高さにしようとすると、幾つにすればいいのかなということを排気筒の外の風と、それ

からSGTSの排気の圧力、それから損失、そういったことの大小関係ですね。30mがいいで

すよということを検討した資料が残ってございました。 

 以上です。 

○佐藤管理官補佐 原子力規制庁の佐藤です。 

 ありがとうございます。圧力等いろいろ検討されていたということで資料は残っていた

ということは理解しました。 

○金子対策監 ごめんなさい。ちょっと、規制庁の金子です。ファクツだけ1点確認させ

てください。これ、スタックは高さ全部で何メートルでしたっけ。 
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○中部電力（松本安全技術G長） 100mです。 

○金子対策監 100mですね。ありがとうございます。すみません。 

○佐藤管理官補佐 規制庁の佐藤です。 

 では、続けさせていただきます。 

 こちらについてなんですけれども、3社から御回答をいただいているように、SGTS、耐

圧強化ベントラインを設計する際に、既存施設を活用するというのを前提にしていました

というのは当時の議論だということなんですけれども、この中部電力の例えば排気ライン

が排気筒の中間高さまでですというようなところというのは、何か他社とも多分設計がち

ょっと異なっていると思うんですけれども、こういったところというのは、他社と何か共

有したりとか、こういう状況なのでという、何か議論したようなことというのはあったん

でしょうか。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山でございます。 

 当初、初期のときは、まさに自分が担当していましたので、もともと自分たちで考えて

いるときには、3、4号でいうと100m、1、2号は先ほど申しましたように30mの高さだった

んですけど、私自身、他社さんが違っているという認識はなかったものですから、あまり

うちは30mですよとか、そういうことは説明していません。 

 そういう回答でよろしいでしょうか。私、自分自身がやっていましたので、そのときに、

まあ、うちでいうと3、4号みたいな新しいプラントじゃない古いプラントがSGTSの配管が

途中で切れているけど、他社とうちが違うという認識はなかったです。 

○佐藤管理官補佐 規制庁の佐藤です。 

 ありがとうございます。当時の状況としてということで御説明いただいたものだと思い

ます。 

そうですね、今聞いた意図というのは、こういう、今の例えば新規制基準の状況下とか

であると、割と他社でいろいろ、設計の詳細までは難しいのかもしれないんですけれども、

いろいろこういった場とかも含めて、議論をいろいろして意見交換をするということで情

報共有を図ったりしているのかなと思ったんですけれども、当時の耐圧強化ベントライン

を設計したときの状況というのは、ちょっとどんな状況だったのかなということで少し確

認をしてみたいと思って今お聞きした次第ですので、今状況として、当時はそういうこと

だったということで理解はいたしました。 

○安井交渉官 すみません、中電さん、ちょっと単純な疑問なんだけれども、今の御説明、
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あれですよね。1、2号機はSGTSの排気ラインが30m立ち上がっていて、3、4号機は100m立

ち上がっているという御説明だったと理解していいんでしょうか。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） そのとおりです。やはり重要度分類等が出てき

たり回路標準化が進んでいる中で、当然、SGTSの設置許可上、放出高さを見るものですか

ら、そのためにちゃんとした安全系で放出高さまで持ち上げているのが3、4号になります。

古いプラントにつきましては、そこまで分類的なものがなかったものですから、ある意味、

スタック自身が100mなので100mの位置から出るだろうということで100mまでということに

なっているんですけれど、新しいプラントは設計グレードとして、そこまで安全系で立ち

上げるという設計に変わっています。 

○安井交渉官 いや、ただ、ほら、1、2号は、SGTS配管は30mの立ち上がりですよね。そ

れで、あれ、何でしたっけ。例の安全委員会のAM対策でﾊｰﾄﾞﾆｯﾄベントをつけることにな

ったときに、もともとあったSGTSを使ったんでしょうけれども、それは、造ったときには

30mで足りるということで造られたという、それはそれでいいんですけど、だから、それ

はその状態で、もう一方の3、4号は100mになっていたわけですね。これは当時の規制体系

からして別に違法ではないんですけれども、これはあれですか。個別許可は個別許可だか

らって、そういうことなんですかね。何となく、同じ会社が持っていて、一方の施設は

100mあって、もう片一方は30mになっちゃっているというのは、何となく不思議な気がす

るんですけれど。善悪ではありませんよ、これは。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） おっしゃる弁もあろうかと思いますけれど、当

然、規制及び設計がより高度化されていく中で、100mなり、そういう放出する高さまで

SGTSの配管を持ち上げたほうがより信頼度高く、その位置から出せるだろうということで

設計が変わっていると思います。 

 ただし、じゃあ古いプラントまで造り直すのかというところに対しては、当然、SGTS以

外の排気筒もある意味、地震に対しても壊れずにもつ形になっているものですから、当然、

機能としては十分放出できるだろうという判断の下、改造をしていないということだと思

います。 

○安井交渉官 分かりました。一種のバックフィッティングの頭の体操みたいなものなん

ですけどね。分かりました。ありがとうございます。 

○金子対策監 ありがとうございます。今の話は佐藤の御質問もそうなんですけど、ある

意味、自主の対策を電力大で講じられるときに、どこまで情報共有があって、技術的検討
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が積み重なって、どういうものをやるのが効果最大で一番リーズナブルなのかということ

をちゃんと検討するようなことがあると、きっと例えば、この自主のAMをやるときも、AM

の実現の仕方でちょっとずつ、実現手法が異なるわけですけれども、そういう差も認識を

されて、何かしたかもしれないという後ろを振り返ると、そういう議論があったらよかっ

たかもねというような、こういう論点だと恐らく思います。 

 そうすると、今後、この自主みたいなものをどういうふうに、我々規制当局としても見、

それがどのように行われているかということを例えばATENAみたいなところが中心になっ

て議論をしていただくとか、そういうことというのが少し大事になってくる、重要性を増

してくると、そういう議論もあるのかなというふうには思います。 

 ほかにいかがですか、今のこのベント関係の配管とか設計とか、よろしいですかね。リ

モートのほうも大丈夫でしょうかね。 

 特になければ、また最後に戻ってきていただいても結構かと思います。 

 では、あと、安全系の機器の動作みたいなところでの論点ももう一つ柱に立っておりま

すので、そこについてもちょっと触れておければと思います。 

 これも佐藤さんからでいいですか。 

○佐藤管理官補佐 じゃあ、規制庁の佐藤です。 

 私のほうからちょっと1点、確認というか、意見をいただきたいと思うんですけれども、

SRVで我々の中間取りまとめの中では、不安定動作というかがあったんじゃないかという

ことで示しておりますけれども、SRV以外の機器についてもそういったものを確認しては

ということで文書のほうで質問させていただいております。 

 各社みんなそうだと思うんですけれども、SRV以外の機器についても機能喪失は使用条

件下ではしないというようなことで確認していますということで、これは審査の中で恐ら

く確認をされていることなんだろうとは思うんですけれども、この機能喪失しないという

のと、不安定動作の有無というところが、ちょっと私ども、うまく結びつかなくて、機能

喪失しないということで不安定性動作もしないんですということなのか、不安定性動作と

いうのはそもそも見ていないのかとか、その辺についてちょっと御意見をいただけるとあ

りがたいんですが。 

○金子対策監 ちょっと、金子ですが、質問を補足すると、ある意味、極限状態、温度な

のか圧力なのか電気がない状態がずっと続いた後なのか、いろいろな条件があると思いま

すけれども、そういう、これも先ほどの一番目の水素の論点と同じで、想定していた条件



35 

を超えて何かが必要になる場合には、当然、何か想定していないことも起きるわけで、

SRVに限らずですけれども、ADSの予期せぬ条件でインターロックが外れて動作をしたケー

スとか、いろんなものが見えてきているわけですけど、そういうのも含めて、どんなふう

に感覚的な意味でお持ちになっているか。ですから、設計審査の範囲でちゃんと動くこと

が分かっていますということについては、我々も、もう認識をしているので、むしろ、そ

の外側に何かこういうことはもしかして少し考えておかなきゃいけないかもしれないこと

があるかなみたいなことがもしおありになるようであれば、ぜひ共有していただけると非

常に前に進むかなというふうに思っております。そういう質問だと思って何かあればお答

えいただければありがたいのですが。 

○中部電力（安田設備設計G長） 中部電力の安田です。 

 少し難しい御質問なんですけれども、SR弁の不安定動作については、その原因の一つと

して見られております電源が喪失したときに窒素ガス供給が不足したということで、結局、

SR弁のシリンダーの下から入ってくる圧力と、あと、ばねによる閉の圧力、力のバランス

の関係で不安定動作が発生したんだろうというふうに考えておりますけれども、そういう

電源が喪失したことによって窒素供給が不足して不安定動作が発生するということ自体は、

やはり機能喪失の一つに考えられるんだろうというふうに考えております。 

 ですので、我々としましては、まず、電源喪失ということに対してSA電源をちゃんと給

電できるように整備をするということでありますし、あと、窒素ガス供給設備の後段の設

備として、代替窒素ガス供給設備、これ、SR弁の電磁弁の排気ボードから入れて、電磁弁

の、要はﾃﾞｰｼﾞﾑﾚｰ関係なく、作動に期待しなくても窒素が供給できるというような、そう

いう、多段の代替措置を講じるということで、福島のような事象が発生しないように対策

を講じているということでございます。 

 少し、すみません、回答になっていないかもしれないですけれども、以上でございます。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山です。 

 ちょっと補足させていただきますと、先ほど金子さんからありましたように、低圧ECCS

系のセンサからPCVの圧力を拾って開をしたとか、そういうものについては、当然、手順

なり事象があるときにできるだけそういうことがないように、今回、あのときの場合には、

逆にベントが作動していいほうに動いていると思いますけれど、じゃあPCVの圧力がぎり

ぎりのところであれが作動した場合には、逆に動くこともあるものですから、そういう予

期せぬことが、ある意味、センサとしては実作動しているというものをないようにしっか
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りといろいろな状況でどういうことが起きるかというところは、手順にしていくときにし

っかり詰めたいと思っています。 

 あと、機器系のほうの限界というのは、非常に難しい問題でして、我々、当然、これは

使えるよというものについては、当然使える確認はしていくんですけれど、それを超えた

領域についてどうなるのかというところは、当然、あるモーター、あるポンプ、あるバル

ブ、あるセンサー、メーカーさんによったり、そのときのものによって、その限界の挙動

というのは違うものですから、じゃあ本当にどこまでやっていくのがいいのかなというと

ころは、個人的には思っています。 

 ただし、当然、今回のSR弁のように各社大体同じものを使っていて、ああいう事象があ

るというものに対しては、当然、どういうメカニズムでどういうことが起きたんだという

ことをとらまえることはいろいろなことが分かったり、今後につながることもあるもので

すから、当然、そういう共通的なもので主要なものについてそういうことがあるというこ

とが分かれば、それについてはできるだけ解明しながら、どんなことが起きたのかという

ところは詰めていくべきだと思っています。 

○金子対策監 ありがとうございます。北陸電力何か、電源開発、いかがでしょうか。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力ですが、よろしいでしょうか。 

○金子対策監 お願いいたします。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力の四十田です。 

 今回、SRVも含めてそれ以外というところがありますが、当然、我々も当初の設計で安

全機能への影響がないことを確認しておりますが、今回、1Fであったような思いもよらな

い動作があるか、ないかというところですが、机上でまずは確認はしておるんですが、そ

れ以外で今確認のすべとしましては、シミュレータ、運転のシミュレータですね、ああい

ったものでやっぱりSAの状態になった訓練というのもやっていまして、そういったところ

で今のロジックが変なところで動かないというところは確認というか、結果として確認し

ているところもあります。 

 今回の特にSRVの話でいきますと、やはりちゃんと動く領域を我々がうまく把握できて

いなかったというところがあるのだと思いますが、環境で期待される機能が発揮できない

ような、そういうエリアというものはやはりもう少し自分たちがこれをそのエリアで使う

のであれば、ちゃんと明確にした上で使うと。それを超えた、環境条件が超えておれば、

やはり駄目になるということで使わないとか、そういった選別がますます必要なんだとい
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うふうに思っています。 

 それで、特に格納容器の中は過酷な状況になるので、原子炉建屋にあるものよりもやっ

ぱりさらにこういう難しい、実際、本当はいろいろ要因を分析するためにものを見てみた

いところがあるのですが、なかなか見えないので、本当の原因というか、今思っていない

ような原因が抽出はできていないところもありますが、そこは今後の廃炉の進みの中で見

ていきたいとは思っております。 

 ただ、やれるところというところで、温度に弱いところというのはやはり例えば電磁弁

のところとか、シール面とか、そういったところは弱いことが分かっているので、そうい

ったところの強化ということは進めていくとともに、環境の条件で超えたところであれば、

超えないうちにこのSRVとしての期待するところは終わらせて、低圧にして注水に進むと

か、そういった手順のほう、手順というか対応のほうで進めていきたいと思っております。 

 北陸は以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。電源開発、いかがですか。 

○電源開発（木村機械タスクマネージャー） 電源開発の木村と申します。 

 もう既に北陸さん、それから中部さんの話、出てきていますけれども、今回、SR弁の不

安定動作につきましては、電磁弁を介した窒素の不安定な状態というところが原因だとい

うふうに理解しています。 

 そういった意味では、この電磁弁の環境試験というのはしっかりやっていくということ

に併せて、先ほど中部さんからも御紹介がありましたけれども、機械的に窒素を供給でき

るバックアップのシステムを設けておくということで、多様性を図っていくということで

対応していきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

○金子対策監 安井さん、お願いします。 

○安井交渉官 SR弁は、先ほどから、言わばアキュムレータの圧力が下がったことが原因

なんだ、その原因が電磁弁の問題なんだけれども、というのは、3号機の圧力が一旦大き

く下がる前の話でして、1回下がると、本来的には、弁の駆動のところのあのシリンダー

の中が排気されちゃうはずなんですよ。そこで問題が解消するはずなのに、解消しないの

はなぜなんだが大きな問題なので、ちょっと焦点がずれているような気がしますと。 

 ただ、SR弁自身は、そんなにめちゃくちゃ今回、安全上効いたわけじゃないんだけど、

そういうよく分からないことが起こっているのも嫌なんだけれども、ADSは先ほど竹山さ
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んが言ったように、いい方向で動いたんだけど、とっても何となく気持ち悪いという、こ

ういうことですね。 

 ことほどさように非常に特殊な状態になったときに、言わば、いろんな意味のインター

ロックがついているんだけれども、それを一体どこまで、非常に困ったときに使っていて

いいのかというのが、主たる論点だと思っているんですよ。 

 それで、インターロックという言葉がいいかどうかというのは、ちょっと言葉の定義上

の問題があるんですけれども、一つの例を言うと、財産保護というのは、当然、通常時は

使っていて、ついているのはよく分かるんですけれど、それが一体いつまで幅を利かせて

いいんだと、55℃制限がICにありましたけれども、あのときはたまたま直流と交流との電

気を失った順番によって、内側隔離弁の閉止作業の操作が行われたとなっていますが、も

しあれが逆だったら、55℃制限がなければICは使い続けたかもしれないという問題もあり、

それから、そういう意味では、財産保護というのが、それなりのリスクがあるときに、そ

んなものが優先していいのかというのが一つの問題なんです。 

それから、そのADSみたいに、普通のときはとてもいいシステムなんだけれども、いよ

いよ困ってくると勝手に動かれると困るものというのがあるんですね。これをどうやった

ら、どうするのがいいんだと、これは本当に限界点の問題なので、ちょっとまだ我々も完

全に頭が整理されているわけじゃないんだけど、中部さんの報告にあるように、やっぱり、

もともと試験なんかのためにジャンパーリフトとかかね、そういうのはついているはずだ

から、そういうのをもっと手順化するというのは一つの道だと僕も思うんですよね。 

それから、もう一つは、ちょっと財産保護と絡むんだけど、使えるもの、そのとき、あ

と1日動いてくれれば助かるものが、無理からでも動かせないのかというのが3番目にあっ

て、そのときもものすごく邪魔で動かしにくいのは事実なんですね。2号なんかはかなり

のその辺工夫したはずなので、こうしたことを考えていくと、ちょっと一度、そのインタ

ーロック問題について広い議論が要るんじゃないかと。 

ただし、それは平常時とか、デザインベーシスぐらいのところに、何かパラダイム転換

を持ち込もうなんていうことを言っているんじゃないんですけれども、どこかからはね、

その平常時の考え方のままやっていることのほうが障害が多いかもしれないんじゃないか

というのの中に、ちょっと、そのSR弁の不安というのもちょっと絡んで、あんまりちょっ

とSR弁の不安動作、それ自身をちょっとあまり詰めても仕方がないんだけど、ちょっと話

の焦点はそちら側にあるんだというのをちょっと申し上げておきたいんですよ。伝わりま
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すかね。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山です。 

 安井さんのおっしゃるとおり、我々も常日頃からそういうことを考えるようにしていま

して、例えば、財産保護のところでいうと、例えば、今の電源から普通の通常の電源から

使っているときには、当然、ポンプなんかの財産保護的なインターロックがあるものも、

緊急時の、うちで言うとガスタービンのほうから供給するときには、そういう財産保護的

なインターロックはつけないというようなことを議論しながら、当然、それをつけないと

いうことは、何かあったとき、そのもの自身も壊れるかもしれないので、両面があるんで

すけれど、それを一番大切なのは、この社内の中で、じゃあ、その設備のこういう状況の

ときには、どちらにしたほうがいいのかということをしっかり議論をして決めていくこと

が、一番大切かなと思っています。 

そういう形で、手順にしても先ほどインターロック等でも、逆に非常時を気にして、す

ぐバイパススイッチをつけたり、別のものをつけると、今度、普通の事故時や通常時のと

きに、誤動作や、1個物をつければ、それだけ不動作の確立も上がるものですから、じゃ

あ、本当に時間的にとか、それが誤動作のときにどっちが影響があるかというところをし

っかりと議論しながら、これは手順でしっかり定めて、SAのときに人間がやろうかとか、

ここはちょっと速度が速いので、これは除外スイッチをつけようとか、ここはこういうこ

とだから会話をしようとか、そういうことをしっかり議論しながらやろうとしています。 

以上でございます。 

○安井交渉官 いや、全く同感でしてね、緊急時のために、いわば、非常に確率の低いも

ののために何かをつけて、確率の多いところで失敗するというのは非常にまずいというか、

愚策なので、それはもうおっしゃるとおりなんですよ。 

 ただ、今、言ってもらったように、こういう問題について、福島を経験した我が国とし

ては、やっぱり、そこも議論の対象の中に含めていこうよということでは、何となく、み

んな、だんだんそこに漂着しつつあると思っていまして、定式化しにくいゾーンについて

のルールじゃないな、自分たちが物を考えていく上での道しるべを考えていくための議論

をできるようになると、とても従来よりは安全上の意味合いが深くていいのではないかと

思っていまして、そういう意味では、今日の議論の中で、そういうまさにインターロック

を外すということについてのあんまり抵抗ないと書いているわけじゃないな、それだと嘘

になりますね。それも含めて議論の余地はあるよというのは、意味あることかなと僕は思
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っているんですけどね。 

 中電さんのこれは明確なんだけど、ちょっと他社さんのはあんまり明確じゃないんだけ

ど、どうなんでしょうかね。 

○金子対策監 北陸電力はいかがですか。 

○北陸電力（四十田原子力部副部長） 北陸電力の四十田です。 

 今、御議論のあった既設のインターロックの除外の話というのは、実際、実は我々も

SOPですね、新規制対応にするためにSOPの改定をやっているんですが、それを、実際その

シミュレーターでやってみて、バリデーションをかけると、やっぱりADSの起動阻止をか

けたほうがいい領域とかというのがやっぱりあって、そのほうがより安全になるんじゃな

いか、そういうのを手順書のSOPに反映ということは、やはり現在やっているところです。 

 確かにおっしゃるとおり、昔、作っていたときには全然要らなかった、このままでいい

と思っていたんですけど、今やってみると、あればいいなというのはバリデーションの中

では出てきているので、そういったものはどんどん進めていきたいとは思っております。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。 

電源開発はいかがでしょうか。 

○電源開発（石倉技術部長代理） 電源開発の石倉です。 

 弊社も同じように有効性評価、重大事故対策の有効性を評価する中で、例えば、RCICの

排圧孔でトリップするインターロックとか、そういったものがシビアアクシデントの対応

の中では悪さをしてくると、そこをどうしようかというようなことをやっています。 

 そういったシナリオベースで見ていくというものもあるとは思うんですが、シナリオべ

ースで全てを拾えるとも思っていませんので、中部電力さんがおっしゃっていたようなと

ころですね、ジャンパーですとか、リフトするとか、そういった手順をしっかり準備して

おくということも大事なことかなと思っています。 

 そういったことを通して想像力を高めておくというところですかね、そういったところ

が何か事が起こったとき、自分たちの考えてないようなことが起こったときの対応力の向

上につながっていくのかなというように考えています。 

 電源開発は以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。 

遠山さん。  
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○遠山課長 規制庁技術基盤課の遠山です。 

 さっきちょっと安井さんの御意見と少し違うんですけれども、通常時はよいとして、安

全系の補機については、なるべくシンプルに動作を保証するというのが、本来は設計の基

本的な考え方じゃないかと思っていて、自動作動は当然するんだけれども、あるいは、イ

ンターロックがかかってもいいけれども、何かあったときには手動操作がオーバーライト

できると、優先するという思想なのかなと、私は実は思っていたんですけれど、必ずしも

そうではないと。 

 今回の中部電力さんの資料も見ていますと、シビアアクシデントのときに使う特別の機

器については、そのような対処をしますよというふうに書かれているんだけれど、これは

安全系補機全般について言えることじゃないかというのが、ちょっと私の感想というか、

意見なんですね。 

 それは最後に電源開発さんがおっしゃった、必ずしもシナリオベースで事象が追い切れ

ないというところを、オペレーティング・プロシージャーでカバーするという思想は、も

ともとTMIの事故の後の教訓反映としてあったし、あのときに手動でECCSを止めてしまっ

たことに対して、その止める基準をはっきりさせましょうとかということと合わせて、シ

ナリオベースだけに依存するんじゃなくて、プラントの状態を見て対処できるようなもの

も用意したという中に、自動だけには任せないで手動でカバーできることも用意しましょ

うという思想があったような気がするんですけれど、この辺はBMRさんの設計の場合には

少し違うということなんでしょうか。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山です。 

 若干誤解があるかと思いますけれど、先ほど申しましたものは、ある意味、財産保護的

なインターロックの除外を、必ずしも例えばシビアアクシデントで使うポンプが自動で起

動するとか、そういうことではなくて、比較的シビアアクシデント設備については、もう

遠山課長がおっしゃるように、原則、人間が判断して人間が動かしていくというものが多

くなっています。そういう意味では、今おっしゃった思想と全く同じだと思っています。 

○遠山課長 基盤課、遠山ですけども、私が言っているのは、デザインベーシスで動く安

全系の補機も、押しなべて時間の猶予がないものは自動起動させるけれども、その後のい

ろんな操作について、仮に止まったとしても、もう1回動かすことができるような手動操

作が可能になっているというのが私の理解だったんですけど、今回の事故を見ると、そう

でもなかったということのように見えるんですが、私の誤解でしょうか。 
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○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 中部電力の竹山です。 

 ちょっと、具体的に今回の事故の中のどの部分に当たるんでしょうか。当然、自動機能

はしたりしますものはデザインベースでもありますし、当然、それに対して、運転員のほ

うがある判断で停止するという操作はできるようになっていると思っています。 

 当然、ただし、簡単に御操作がないように誤操作防止というのは、当然、PMRでもBMRで

も御操作防止上のものはあります。 

○遠山課長 すみません。具体的な機器を特定できているわけではないんですけれども、

そのインターロックで一旦止まったとしても、動かしたいと思えば動かせるということに

はなってないんでしょうかという質問です。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 原則なっていると思います。 

 当然、例えば、隔離弁のようなものが隔離信号で閉まったときには、その隔離信号を上

限が除外される、もしくは、運転員が必要に応じて除外しない限りは、当然、隔離信号で

すので隔離したままになりますけれど、通常のものでポンプのようなものであれば、一度

停止しても起動できますし、一度起動したものを、その起動条件がなくなっていれば停止

することは可能だと思います。 

○安井交渉官 いや、多分ですね、僕が遠山さんの代わりに言うとね、例えば、あるポン

プが動いていましたと。ところが、そのシールが効かないとか、冷却水が流れてこないと

か、流量低とかね、ということでトリップしたと。それを、いや、次、これ何が何でも今

必要だから、そういうのはもう最後はどうなってもいい、どうなってもいいというとちょ

っと言い方が変なんだけど、焼けちゃうかも分からないけども、まず、それまでぎりぎり

まで起動させようというときに、そういう再起動はできるんですかという、多分、そうい

う質問なんだと思うんですよ。それでいいんでしょう。 

○遠山課長 はい。 

○安井交渉官 それが質問なんですけど。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） 基本的には、そういう形で機器が壊れるからと

いうことで停止したものに対しては、それでも必要だというときには、その信号をジャン

パーリフトしないと動かないと思います。 

○安井交渉官 そうですよね。だから、結局、自動起動したものが止まっても、手動で再

起動信号を出すことができるのは、それはそのとおりなんだけれども、結局、例えば、ヒ

ートシンクが落ちている、あるいは、ヒートシンクへの性能が大幅に下がるとか、シール
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が効かないとかというのは、それは幾らでも起こり得て、そうなると、もうその安全機器

が全く使えないというのは相当痛いんですよね。 

 そういうのを、でもいざとなれば、そのポンプが2台あれば、一つが例えば一定時間動

けば、かなりの余裕があって、ちょっといろいろほかの方に聞けば、そのヒートシンクが

なくても一定の時間動かすぐらいはできますとかという話も聞いていて、もしそうなら、

そういうおっしゃっているように、ジャンパーリストとかね、いろんなのを用意をして、

その裕度を広げるというのが一つの道だよねというのが思いで、そう思ってここは書かれ

ていると僕は期待していたんですけど、結局、この問題は通常時にいいことが緊急時には

よくないかもしれないという考え方全体の中にあって、極端なことを言えば、その格納容

器の隔離主義が、最後に原子炉をどうしても冷やしたいときに、そのままでいいのかとい

うこととも深く絡むんですけれども、ちょっと、こういうのは今までは全くなかった議論

なんだけれども、今回のことからしても、少しフロンティアを広げて議論すべき異種だと

僕は思っていて、ここにちょっと中部さんのやつはこういうふうになっているんだけど、

ほかの方々もやっぱりそういうところを使えるようにすると、本当に困ったときの選択肢

が広がるということのメリットをどう取るか、そういう議論なんです。 

 だから、これ、まだ答えがあるわけじゃないんですけれど、このフロンティアを開拓す

ることの意味合いについての評価はどうだろうかという、こういう設問がいいんじゃない

ですかね。 

○中部電力（竹山原子力本部フェロー） その意味であれば、中部電力の竹山ですけれど

も、私個人としても全く同感でして、常々社内には当然そういうことが起きたときに、こ

れって使えるかどうかという議論をして考えていなければ、その状態になったときには決

して使えないものですから、そういう状態になったときには、これは使うのか使わないの

か、どうだったら使うのか、どしようかという議論はしながら、しっかり議論していきま

しょうということは常々言っていますので、御意見としては全くそのとおりだと思ってい

ますし、社内でもそういうことは非常に大切だということを繰り返して言っているつもり

です。 

○金子対策監 ありがとうございます。 

 ほかに今の点ございますか。 

 これ多分、インターロックだけではなくて、アクセシビリティというか、手動だとして、

人がそこに本当に到達できるのか、手が届くのかみたいな話も実は含まれていると思いま
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す。1F事故の反省の一つにもそういうのがあると思いますので、あの話をそのインターロ

ックだけではなくて、実際に使いたいものが使いたいときに使えるような状態に置かれる

のかという問題だと思って考えると、より対策が明確になるのかなという感じが私自身は

しております。 

 ほかはよろしいですか。 

 あと、すみません、時間も大分たってしまいまして、本件、何かちょっと聞き忘れたけ

ど、この点ぜひ確認しておきたいとか、事業者の中でせっかく三者いらっしゃるので、他

者さんにちょっとここは聞いてみたいとか、何でも構いませんけど、何かありましたら御

発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。手を挙げるなりしていただければ。 

 よろしいでしょうか。いいですか。 

 それでは、中部電力、北陸電力、電源開発の皆さんは本当にありがとうございました。

2時間近くにわたり真摯に議論に参加をしていただき、感謝申し上げます。 

 また、今日のお話も踏まえて、先ほど申し上げました規制でどのようなことを考えなけ

ればいけないのかとか、この後、また、BMR各社とか、東京電力さんそのものとか、議論

を進めていきたいと思いますので、また、注視をしていただきながら、それか、ちょっと

途中でお願いした情報共有なども、またこちらから別途お願いを具体的にさせていただく

ようにしますので、引き続き御協力をお願いできればと思います。 

 今日は本当にいろいろお話をいただき、ありがとうございました。 

 それでは、ちょっとだけお休みをいただいて、17時10分からでよろしいでしょうかね。

後半に入りたいと思います。ちょっと10分強だけ休憩を1回挟ませてください。 

 では、17時10分スタートでよろしくお願いいたします。 

（休憩） 

○金子対策監 それでは、休憩前に引き続き、事故の分析に係る検討会を再開いたします。 

議題の二つ目から議論を再開いたします。 

 資料の3-1、現地調査の実施状況についてという規制庁からお示ししている資料と、そ

れから、東京電力で御用意をしていただいた資料の5-1、2号機オペフロ内シールドプラグ

穿孔部調査について、こちらが議題の2関係でございますので、最初に東京電力から状況

について御説明をいただいて、それを踏まえ規制庁の資料も少し参照していただく、そん

なふうに進めさせていただければと思いますけれども、東京電力から少し御紹介いただい

てよろしいでしょうか。 
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○東京電力HD（久米田GM） 東京電力、久米田より御説明いたします。 

 通し番号の261ページ目をお願いします。 

 調査の状況を中ほどから記載しておりますけれども、前回、第22回の検討会で御報告し

た調査内容を記載しております。 

 前回は、既存の既存穿孔箇所、こちらの線量調査を実施いたしまして、結論といたしま

しては、シールドプラグ全体は汚染状況のばらつきが大きい可能性があるということは分

かりました。 

 今後、新たに新規穿孔箇所を穿孔して線量調査を実施したいと考えておりまして、その

穿孔箇所を検討するために、シールドプラグ上の線量調査、こちらを10月7日に規制庁さ

んお立ち会いの下、実施しているというところでございます。 

 スライド、通し番号262ページ目をお願いします。 

右下に今回、線量調査を実施いたしましたシールドプラグ上部の64ポイントの測定箇所

を数字で示しているところです。この64箇所について線量調査を実施しております。 

 次のページ、263ページ目、こちらは線量調査結果になっております。 

右側に数値記載しておりますけれども、数値だけではちょっと分かりづらいというとこ

ろもございますので、左側に図を示しておりまして、各線量の段階ごとに色分けして数値

を示しているものでございます。 

 数値、左上のポイント、25番が若干高い数値を示している、521mSv/hと高い数字を示し

ておりますけども、こちらにつきましては注意書き記載しておりますけど、近傍に残材が

ございまして、そちらの影響でちょっと高かったんではないかということで、これを避け

た形で線量を測定したところ、約70mSv/hというところでございました。 

 こういう若干いろいろな影響を受けた線量結果もございますけれども、ざくっと言いま

して、中央部の線量が高いというところと、あと、シールドプラグの継ぎ目、縦線2本引

いておりますけども、継ぎ目付近の線量がやや高いというところが確認されているという

ところと、最小値で№38番の12.9mSv/h、最大で40番の560mSv/hと、非常にばらつきが大

きいということを確認しているというところがございます。 

 これに対しまして、スライドの通し番号264ページ目、我々の考えます穿孔箇所の考え

方について記載しております。 

 今後のオペフロの除染工程等々を予定しておりますので、工程へのインパクトを最小限

にする形で効率的な調査を実施していきたいというふうに考えております。 
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 図のほうに、対称性を考慮しまして13箇所、青丸を示しておりますけれども、こちらは

若干、ここから主要なところを選びまして、丸数字で①から⑧を示したところを、我々と

しては穿孔をしてはどうかというふうに考えております。 

 その考え方を記載しておりますけれども、中心位置からの距離とCsの量の関係、あと、

中心からの距離に応じたCsの関係なんかを確認したいというところもございますけれども、

今回の線量調査結果を踏まえまして、中心からの距離とそんなに明確な相関はないという

ことも考えられますので、今回の測量値との関係も確認しながら、Cs-137存在量というも

のを評価していきたいというふうに考えております。 

 もう一つ、そのほかですけども、先ほどシールドプラグの継ぎ目が高いというところも

ございましたので、ここで言いますところの⑦、⑥継ぎ目近傍で比較的高い値を示したと

ころ、こちらについても穿孔を実施して、ほかの箇所と傾向が違うかどうかというところ

も確認していきたいというふうに思っております。 

 最後、スライド265ページ目が工程表になっております。 

 穿孔箇所数によりまして、やはり工程側に影響はございますけれども、大体、今、想定

しているものは穿孔を1日1箇所と想定しておりまして、5箇所で約1週間かかる、10箇所だ

と2週間、15箇所だと3週間かかるというふうに見込んでおりますけれども、これにつきま

しても、今後はモックアップ等々で確認をしていきまして、工程についても精査していき

たいというふうに考えております。 

 当社からの説明は以上になります。 

○金子対策監 御説明ありがとうございます。 

 それでは、資料の3-1についても、ほぼ似たような結果の資料も付いておりますので、

追加のポイントだけ、岩永のほうからお願いします。 

○岩永企画調査官 岩永でございます。 

 資料は238ページを御覧ください。 

 先ほど、東京電力のほうから、今回の我々との共同調査というところで、メインは東京

電力のほうのマシンを使って測定をしたというところなんですけども、今回、238ページ

に書いています正面の図が、今回のターゲットであるシードプラグの全体の配置です。 

 どこを測ったかといいますと、このシードプラグの継ぎ目とその外周、これは、これま

で議論がありまして、汚染として下から蒸気が出てくるとしたときに、この辺も高くなる

のではないかという御意見もありました。 
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 一方、我々の調査、これまでは、こういう線量測定に効いてくる、いわば外乱として効

いてくるであろうものは避けながら、この図でいいますと右側の赤い部分、できるだけ、

この継ぎ目から離れたところで下部、1層目です、1層目の下部からの放射線を捉えるとい

うことで測定をやってきているわけです。 

 こういった点で、今回の測定は二つの意味がありまして、底の部分の汚染量を見にいこ

うというところと、あと、その外周部やこの継ぎ目部の部分からの放射線がどの程度の分

布をしているのかという、この二つを捉えていこうとしたわけです。 

 次のページに行きまして、そういうことが書いてありまして、実際の物理配置というか、

何をやろうとしていたかというのを、この240ページですね、前回までは下の部分ですね、

1層目の下の部分に線源があるかないか、これを特定するために非常に範囲は狭まります

が、線源の存在を確認するための測定として、既存のボーリング孔を使って確認をした。 

 その後、今回はそのような線源が、これは図の右側ですけども、赤い成分だとしたとき

に、その部分が全体的にどのようにたまっているのか、これは前回の穿孔上部で非常に高

い線量が出ており、汚染量としても、これまでの平均からいえば、10倍程度の部分が多々

出てきたというところもございまして、全体の偏りを見にいこうと、これは御説明があっ

たとおりです。 

 一方、6ページの右側の下のほうには、右側ですね、要は継ぎ目部においても、一定の

放射線量、これはこれまで見えてきているわけですけども、このガタの部分が組み合わさ

ったところからの放射線量、漏えい量なのか、ここにそもそも固着性の汚染があって、そ

こから来ているものなのか、そういうものについても、実際、今回は検出器を3cmの高さ

に設定して拾いに行っておりますので、そのデータが出てきたものと思っております。 

 次のページへ行っていただくと、実際に我々が目にしているそのすき間部というのは、

このような継ぎ目の部分はこのようなもので、一定の堆積物があるという状況でありまし

た。 

 次のページへ行っていただきまして、今回の測定結果として先ほどの御説明ありました

が、この図は全ての測定値が全部入っていますので、このようなものなんですけども、ち

ょっと整理を立てていくために、通しで244ページを御覧ください。 

 これは非常に粗いコンターマップを作っています。あんまり誤解されないようにという

ところで、近い点は内層によるスムージングをやっていまして、独立した遠いところです

ね、点と点が遠いところはあえてつないでおりませんので、このようなダイアモンドの形
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になっています。 

 ただ、これで見ていただきますと、ある程度、やはり中心に線量が集中しているという

ところ、あと、すき間も結構高いというところ。なので、測定の第一目標として、そこか

らの、いわゆる裏面からの寄与を見るという意味で次のページに行っていただきますと、

その継ぎ目部を取っています。これが下から来ている線量を恐らく見ているのではないか

というもののイメージ図でございます。 

 次のページに行っていただきますと、これは少し特殊な方法を使いまして、座標軸をあ

る程度、極座標に直して、この等高線を引くための近似を用いております。なので、これ

も一部手書きのところもございますので、これちょっと、やはり点数が少ないのでという

ところではございますが、ある程度、そのシードプラグ全体の1層目の下の汚染状況の一

つの参考とするには悪くはないのかなという図でございまして、これが1層目にある汚染

分布のある程度の今得られている情報で推定できる状態だと考えています。 

 これから見ますと、やはり、その中心が高くて、外に行くほど低くて、この差は10倍以

上の部分もございます。ですので、前回のボーリングにおいて測定した値に対して、その

程度のばらつきや濃淡があるというところの一つの確証が得られたのかなと思っておりま

す。 

 めくっていただきまして、ここは今回得られたことを解釈しておりますので、先ほどの

御説明の中にあるようなものでございます。 

 あと、これをいろいろ解釈して、これから次のステップとして、この穿孔箇所を具体的

に決めていくという流れがございますが、一応、我々が今考えている分析の観点において

穿孔してはどうかというところの案として、三つの基本的な考え方を示させてもらってい

ます。 

 1点目が、今回の測定の中から最大の線量と最小の線量、そこをカバーできる数点の点

を選んで、今回の測定された値が、そのシードプラグの下面の汚染状態とどのような対応

関係にあるか、これは数値の確定をするに当たっての精度向上に資するということで、測

定された線量の確認と書かせていただいております。 

 二つ目、その孔を穿孔するわけですけども、下部のすき間のたまっている線量評価をす

るに当たっては、その表面の線量の高さがその汚染量とどのように対応しているか、これ

も見えてくると思いますので、そのような穿孔した結果を使うには表面と必ず対比するこ

とと。 



49 

 あと、もう一つは、数箇所しか得られませんので、ちょっと誤植がありますけど、汚染

量のマップを作るという意味では、先ほどのコンターではないですけども、増やしたもの

に対して、この穿孔箇所の汚染量をある程度プロットしてあげることで、今回は2点しか、

まだ穿孔箇所がありませんので、その点数が増えることで汚染量をある程度、一部は定量

化できるのではないかということで、汚染量の算定に資するものという、この三つの基本

的な考え方で選定していけばいいのではないかということで提案をしているところです。 

 個数については、ちょっとこの場で、この皆さんで議論をしたいなと思っていますので、

その程度にいたします。 

 最後ですけども、これは皆さんと議論をした上でのお話かと思いますが、今回、やはり

下から来る線量というのは、今まであまり想像できていなかったし、その線量が持つ意味

もまだ理解が今は進めているところでございますが、このような線量場がある程度分かっ

てくれば、この作業環境都市に線量場の構築をする大きなポイントになってくると思って

います。それは目の前にこうやって放射線源があるからです。なので、それに対して燃料

取扱いをするための設備だとか、燃料デブリの回収をする。いわゆる、ここがアクセス性

という意味で、非常に重要なプラットホームになりますので、そういうものを前提とした

線量の場の理解と、それを構築するための計算なり、その場を再現するなりというのを必

要性があると考えております。 

 ちょっとこれは付け足しですけども、まずは、今回の穿孔箇所の候補というので、最後

のページにつけましたが、東京電力から提出されている穿孔箇所の案と、我々の基本的な

考え方、ずれをあまりないと思っているんですけども、あとは個数の重要だと思っていま

す。先ほどの東京電力の説明では、穿孔する箇所によって、その工程が大きく変わってく

るということもございましたので、その点も含めて議論をいただければと思います。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。 

 まず、今の最期、議論の点というか、皆さんからコメントを頂いて、最後どうするかと

いうのはもちろん当事者が決めなきゃいけないということだと思いますけれども、という

のはありながら、測定された結果とか、あるいは、作業の仕方とかということについて、

コメントなり、御質問なり、あるいは、今後やるのには、こういうことが必要ではないか

といったようなサジェスチョンであり、何かお気づきの点があれば頂戴したいと思います

けれども、皆様方からはいかがでしょうか。 
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 安井さん。 

○安井交渉官 安井です。 

 それでは、ちょっと、今、岩永さんが説明をされた242ページと246ページを使って、今

回の調査のアウトプットを若干解説してみたいと思います。 

 246をまずお願いできますか。 

 前回やったときには2個しか孔が穿孔跡がなくて、そこで測ったけれども、何か一様に

Csが存在しているのではなくて、いわば、局在性というんですけど、ある一定の場所にた

くさんたまっているところがあるんじゃないのかということを、前回の検討会では指摘し

ておりましたが、それについては、ちょっとこの測定法には若干の誤差が入りやすいんで

すけれども、どうやらやっぱり真ん中辺に高い汚染の集中がありそうだというのについて

は、ほぼ確実だろうというところまで至った。細かい形については、あんまり保証はでき

ないんですけれども、これは言えるんじゃないかと。 

 それから、もう一つ、こういう汚染をもたらしたものは、格納容器トップヘッドフラン

ジから出て、原子炉ウェルを通過し、そして、シールドプラグのどこかを経由してきたと

いうことになっているんですけれども、今までもその議論は、このシールドプラグという

のは3枚ずつ、入れ子というのですか、刺し子というのですか、この互い違いになって積

み重なっている、その真ん中辺の継ぎ目を通って上がってきたという説と、それから、そ

うはいっても、周辺のほうがやっぱり多いんじゃないのという2種類議論があったんです

けれども、ここについては今後の測定結果を見てもらったら分かるように、この真ん中に

ある2本の線に沿って、500とか400とかというレベルの非常に高い線源量が見つかってい

るので、それに対して周辺部分はちょっと変わった点もあります。ざっくり言って100を

切っているということなので、これは主たるCs移送パスはこの真ん中の継ぎ目っぽいなと。

ちょうど、また、それが、このシールドプラグ下面の全体の汚染の状況が真ん中のほうに

集中しているという点と、うまく合っていることが一応得られたんじゃないかと思ってい

ます。 

 一方で、前回の調査では、この真ん中のところに、この246ページで今144となっている

んですけど、これのちょっとしたのほうに、ｱｲﾃﾞｨｯﾄﾞの空けた孔があったんですけど、そ

この部分で普通に一様に存在しているとしたときの、密度の10倍ぐらいのCsがあるんじゃ

ないかという結果が出ていたんですけども、これを見ますと、ちょっとその上に294とい

うのがあって、本当にここに20倍あるのというのは、ちょっと若干まだちょっとよく分か
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らないところがあると。 

 それから、この246ページの図のこの右のほうにずずっ、ずずっと行くと、右側の半月

のところに420というのがありまして、これいけているかなという、2回測ったので数値は

正しいのは分かっているんですけれども、表面部分に何かアノマリーがあるのか、やっぱ

り下にすごくたまっているのかは、ちょっと分からないところがあって、その辺は今度は

今、前回7cmの深さの孔を使ってやったんですけど、今度は新たな穿孔をして、それで調

べたらいいんじゃないかというところに思いを至っているということであります。 

 したがって、前回の宿題であったところの局在性、偏在性があるんではないかは、ほぼ、

定量性まで言われると困るんですけれど、これがあるということについては、いけている

んじゃないかと思うのが1点と、それから、主たるCs移送パスは、真ん中のほうの継ぎ目

のほうが非常に疑わしいと、ここが原因だろうと思われるという意味ですね。で、いけて

いるというところまでが、今回の主たるアウトプットなんじゃないかと思ってるというこ

とでございます。 

○金子対策監 ありがとうございました。 

若干、補足の説明と解釈もいただきましたので、皆様方から何かお気づきの点があれば

いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 特によろしいでしょうかね。 

 必ずしも、きれいにその分布が測定ちゃんとできているわけではまだないので、すごく

確定的なことが言えるわけではありませんけれども、いずれにしても、お山ができている

ことについては多分たしかでしょうし、それをきちんと量として捉えにいくということで、

この後の定量化を測っていく、それから、分布との関係を見ていくというような作業が必

要になるだろうなというような、今は考えでおりますという状況でございます。 

 よろしいでしょうかね、ほかの皆さんから。 

 そうしましたら、ちょっと今後、その精度を上げていくため、かつ定量性をより持たせ

るための、先ほど、孔をどうしましょうかということがあって、もちろん、これは実際に

作業するのは東京電力なので、東京電力が最後、御判断をしなければいけないのですけれ

ども、そのためにも皆さんから、もちろん我々も意見を申し上げますが、サジェスチョン

なりあれば頂けたらと思うのですけれども、そういう意味では、東京電力の今お考えの近

い将来の穿孔箇所は250ページ、通しのですね、その2ページ前に規制庁としての考え方の

提示というのがありますね。これを見ながら、ほかにもいろいろな要素、考えるべき要素
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というのはあるかもしれませんし、作業のボリュームとの関係で、これぐらいが現実的で

はないかというような御意見もあるかもしれませんし、何でも結構です。皆さんからお気

づきの点があれば頂戴できればと思いますが。 

 では、安井さん。 

○安井交渉官 それでは、ちょっとこの248ページは規制庁の案だと言われると、僕は違

うのであれなんですけれど、私の考えは、先ほど申し上げたように中央の位置とか、それ

から、さっきの420のところとか、何となくちょっとぴったり合わないところがあるもの

ですから、少なくとも横軸のほうに向かって、これ何か6個ぐらいしかないんですけど、9

個ぐらいきっちり並べて、赤いのは継ぎ目の効果なので、これはやったらいいと思うんで

すけれど、そういうふうにやったほうがいいんじゃないかと思うと。 

 ただ、ちょっと一言だけ申し述べておきたいんですけれど、今、僕らが言っているのは、

これは事故調査チームが原因究明の観点上、そのぐらいは欲しいと言っているんですけれ

ど、これとは別に、東電とかほかはどうか分からないけれど、廃炉計画を立てる上で、一

体、総量がどこまであるんだとかというのをやるためには、本当はもっと数が多くなきゃ

いけないかもしれないんですけれども、ちょっと、我々は廃炉実施機関ではないので、だ

から、そういうちょっとプラスアルファのことは僕は考えずに今は言っています。 

 だから、何しろ原因を知るという意味じゃ、下から上がってきているところの輪切りに

するという意味で、この水平方向に9点ぐらいをやって、それで赤はもう二つあったらい

いよというほうがいいんじゃないかなと。この縦のほうを端っこだけ採るというのは、ち

ょっと正直言って妥当性がよく理解できません。 

○金子対策監 ありがとうございます。まあ、もともとの今回の表面の測定は、南北も東

西も縦と横ですけれども、一番縁を除けば11点ずつあります。だから、それとの対応関係

みたいなことを考えると、11なのか、9なのかというのはちょっと別にして、それに合わ

せて多分やったほうが、そもそもその場所が表面だったのか、中だったのかということも

含めて、多分、明確になるのだと思いますから、全部端っこのほうまで延ばさなくても、

9なら9でということも考え方はあると思いますけど、そういう対応関係はやっぱりあった

ほうが、後でいいのではないかなという感じは私自身も受けております。 

 ほかの方。どうぞ。 

○岩永企画調査官 岩永です。 

 先ほど安井さん、金子さん、おっしゃっていただいたように、東西になると、これ東西
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なんですけども、上が東で下が西なんですが、この2点はあくまで線量が低いところを含

めて確認をするということなんですが、これはこれまでの得られた11はですね、実は東側

い一つ孔がありますのと、そこをある程度、利用してやるということ、あと、残り3点は

横方向ですね、東西というよりは南北の横のラインを充実させるという意味で使うことに

ついては、もう問題ないかと思います。 

 あと、赤く示してあるガタの部分について、東京電力自身はどう考えているのかという

のと、個数としてどの程度まで納められるのかということについて、見解をいま一度述べ

ていただくと助かりますが。 

○東京電力HD（溝上部長） 東京電力の溝上でございます。 

 まず、我々が250ページの1～8までを選んだところの考え方を、ちょっと御説明させて

いただければと思っております。 

 こちら、先ほど安井さん、岩永さんの話ですと、南北を中心にというところのお話だっ

たんですけれども、この選び方ですと、どちらかというと東西のほうに並んでいるところ

になります。というのは、これ測定の結果として、やはり特異的な値が出るというのが継

ぎ目のところであったということで、継ぎ目の影響をできるだけ避けるというところで、

東西に①、②、③、④というふうに取ったと。そして、先ほど右の半月のところの高いと

ころという意味で⑥点目を取っている。⑤点目はそれの反対側の少し離れた位置というよ

うな形で、継ぎ目のところの影響がなさそうなところというのを選択しております。⑦番、

⑧番というのは、継ぎ目の影響を見るというところで選んだものです。 

 これ最初の線量測定のところで、ある程度、汚染の局在性みたいなところが見えている

というのを前提とした上で、そのシールドプラグの上で測定された線量と、穿孔して測定

して得られる線量との関係というところで相関を見て、全体の汚染量の定量というのをや

っていけばいいかなということで選定したものでございます。 

 あとは、廃炉工程という観点では、1週間、2週間、3週間みたいなところでございまし

たけども、2週間ぐらいの孔空け工程というのを狙って設定したというところになります。 

 以上です。 

○安井交渉官 最後はどこかで折衷するのかも分からないけど、僕は、この溝上さんの

250ページで言えば、東西のこの番号見えにくいけど、⑥番と⑤番をやってもらうのはい

いことなんだけどさ、その水平なら水平、縦なら縦をきっちり取ったほうがいいんじゃな

いかと。 
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 それから、今後、表面測定をしたところとぴったりはできないから、ほぼ同じところを

やっておいたほうが、測定点が重なっているので、データとして意味が見出しやすいんじ

ゃないかと。 

 したがって、いや、まだ水平で縦のほうがいいよというのなら縦でも僕は構わなくて、

このこれでいうと東西だね、ここの250ページの南北、縦線にこの測定点にできるだけ沿

って穿孔をして、それで⑦、⑧はぜひやったらいいと思うので、やって、それでほぼ10個

なんだよね。11かも分からないけど。両端までやると13になっちゃうけど。そこに、あと

どれだけ今おっしゃった特異点である420のところと端っこを足すかって、こういう考え

方なんじゃないかなと僕は思っていますという、これはもう考え方なので、最後は僕以外

の人が決めなきゃだめなんだけどさ。 

○金子対策監 金子から言うのもあれですけど、東西と南北のことで申し上げれば、これ

東西という縦のラインは比較的きれいに山がもう表で見えていますよね。南北のほうは、

途中に高いところがあって、420は特に溝からも結構遠いんだけれども、高い。これがも

し穿孔して、高ければこういう分布なのでしょうし、低ければ東西と同じようにある種、

なだらかに裏にはついているんだということが、多分、見えてくるんじゃないかなと思う

んですよね、そちらを継続したほうが。 

 結局、この東西だけをやると、高いところは何だったんだろうねというのが、ずっと残

ったままになると。残ったままというのは、さっきの廃炉とか何とかとの関係では、どう

ぜ最後はもう一回、燃料取り出しとか、何とかの作業が全部終わった後にもう一回やるん

だということなのかもしれないのですけれども、そこはある程度、見えるような、見える

ことが少し角度が高くなるかもしれない手法を選んだほうがいいのではないかなという感

じが、私はこれをずっと見ていて思っています。 

 したがって、そういう意味では、安井が申し上げたようなこの南北に、この測定点とほ

ぼ似たところで、できる範囲の数を取って、あと、本当の特異点たるところの溝の近くと

いうのを取っておくという方針は、私個人としてもいい方針かなというふうには思ってい

ます。お踏まえいただければという意見です。 

○安井交渉官 これは無限に制約がなければ、縦と横と両方やるのが一番いいんですよ。

一番いいんだけれども、いや、縦では縦で必要性があるんですよ。というのは、前回の測

定をしたのは、この真ん中に近いところでやったわけですね。それで平均値の10倍という

のは、かなりのアノマリーで特異点なんですね。ところが、そのちょっと北にさらにその
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倍というのが何かほの見えているんですよ。 

 だから、こっちにその420も何となく気にはなるんだけど、249もとても気になるんです。 

だから、特異点は1個だけね、そこだけ何かどっちかをフォローすれば、僕もそれでいい

んだけど、どっちかのラインはきっちり取ったほうがいいとは思うと。 

 ここはもう溝上さんが言うように、継ぎ目があるほうのをまたいだほうがいいか、そう

いうのがないところをやったほうがきれいなデータが取れるかというのは、これは一長一

短だと思いますので、これは僕的に言うと決めの問題と。 

 ただ、どっちかのラインをしっかり取るという考え方に立って、あと、特異点を抑える

のと、それから、継ぎ目を2点両端から挟むというのが合理的な思考じゃないかなと思う

というのが言いたいことなんです。 

○金子対策監 ほかの皆さんからはいかがですか。これは取りあえず意見を皆さんで出し

て、別に今ここで決めるというよりも、それを踏まえて、当然ですけど、東京電力のほう

でよく考えていただくということになると思うのですけれども、ほかいかがでしょうか。 

 あれはJAEAでしょうか。すみません。手を振っていただいた。 

○日本原子力研究開発機構（杉山ディビジョン長） JAEA、杉山です。 

 非常におもしろい議論なんですけれども、この継ぎ目のところがちょっと線量が高いと

いう点で気になるんですけど、2層目の継ぎ目というのが、このすき間の分布に影響を及

ぼしているという可能性があるとしたら、その辺りをある程度確認するようなポジション

を狙うという考え方はないんでしょうか。 

○安井交渉官 なので、どうしたらいいんですか。 

○日本原子力研究開発機構（杉山ディビジョン長） 先ほどの縦方向を見るというのは、

私はそういう観点で、今、正面で測ったやつには、それは反映されてないということは実

は関係ないのかもしれないんですけれども、縦方向で2層目の継ぎ目に相当するポジショ

ンをやっぱりまたぐような形で、何か分布が得られたら非常におもしろいなと思います。 

○岩永企画調査官 規制庁、岩永です。 

 ちょっと誤解があるんですけども、2層目の継ぎ目というのは、恐らく放射線測定上、

不可能です。見えません。なので、特異点として1層目の継ぎ目と2層目の継ぎ目がクロス

しているところが、今、4点高いところなんですけど、ここが特異点として見えていると

いうのが現状なので、それを継ぎ目のないところを中心にそこを見ていこうとすると、な

かなか、例えば、今、測定点でいえば、図は246ページですけども、117とか、340とか、
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この辺の辺りかと思えるんですけども、底はなかなか見えてこないかなと思っています。 

○日本原子力研究開発機構（杉山ディビジョン長） 私が申し上げたいのは、その継ぎ目

の線量が高いということは、そこを通してシールドプラグを通り抜けているのかなと。だ

とすると、2層目から最上面のところに下から上がってくるときに、継ぎ目から上がって

きたのであれば、その周辺に要するにフラットに分布しているのではなくて、その辺りに

集中的にいるという可能性はないのかと、そういうことを疑問を持ったんですけれども。 

○岩永企画調査官 岩永です。 

 その発想は多分一緒で、そのようなイメージができているんですが、それを測ろうとす

るときに、その1層目の継ぎ目から2層目が見えているところは、こうやって測れますけれ

ども、要は2層目の継ぎ目を継ぎ目のない1層目の部分からアプローチするのは、なかなか

難しいということを申し上げている。 

○安井交渉官 いや、岩永さんね、今、杉山さんが言っているのは、この継ぎ目じゃない

ところを測るわけだよね。それを縦って、この縦ね、東西に向かって、ずずっと稠密に測

れば、その中段というか、2層目の継ぎ目が一番上の層にぶつかるところの痕跡が出るか

も分かりませんよと、こういっているはずなんだ。その問題とすき間の話というのは、ち

ょっと合点がいかないんですけど。 

○岩永企画調査官 申し上げたいのは、ここの継ぎ目のない部分で、今、図でいうと、東

西の縦方向を測っていくということは、あくまで、これ先ほど東京電力の説明もあったよ

うに、これ1層目の裏側をきちっと見るという意味で、これは多分なだらかなんじゃない

かというところが一つのポイントなんですけども、ここに2層目の継ぎ目がある、存在し

ているというのは大体分かっていて、配置としてもあると分かっていて、ただ、それを捉

えようということは、フラットなものを測っているのに、あまり外乱がないと考えていて、

あまり測れないんじゃないかということなんです。それをやったとして、今は数が少ない

ですので、掘れる孔が少ないので、そこは確率が低いんじゃないかというのを申し上げた

い。 

 発想は分かりますし、分布の広がりを見ていくという意味では継ぎ目なので、そこから

漏れ出ているかもしれませんが、それを60cmのコンクリート越しにアプローチしても、ど

こまで見出せるかというのは、今の測定とあまり変わらないんじゃないかということを言

いたいんですけど。 

○金子対策監 金子です。 
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 多分、杉山さんがおっしゃったのは継ぎ目を見ようじゃなくて、継ぎ目がその実際につ

いているところに、どれぐらい影響があるのかを見ようなので、見ているものはあくまで

も上から見た1枚目のシールドプラグの裏であると。 

 ここでちょっと、多分、263ページの東電の資料を見たほうがいいかもしれませんけど、

1番から11番に行くところは盛り上がっていて、緑色の点線が2段目の継ぎ目なわけですよ

ね。そこでもしかしたら穿孔をやって、より詳細に見えれば、もしかしたら若干、フタコ

ブラクダ的に見えるかもしれないねと、裏の山の形がですね、ということを見て見られる

ような調査をやるのも意味があるんじゃないですかと、杉山さんはおっしゃったと思って

いるんですけど、私は。違いましたか。 

○日本原子力研究開発機構（杉山ディビジョン長） 少なくとも、そういう視点があった

上で、なんかそれはそれで意味があるのか、あるいは、それは無理だからやめるとか、そ

ういう御説明であれば、そうなのかなと納得できますけども、まず、そういう視点が含ま

れていたかどうかが分からなかったので、ちょっと言ってみた次第です。 

○安井交渉官 いや、それがあるから東西、縦方向をやろうと言っているんだけれどもね。 

○金子対策監 東西と南北には、それぞれ何か狙うものがあるということですよね。 

○岩永企画調査官 規制庁、岩永です。 

 ちょっと整理させてください。 

 東西というのは、東京電力の説明によれば、いわゆる継ぎ目とか、そういう特異点をで

きるだけ外して、シールドプラグの下面の汚染状況を、外乱のない状態を保ちながら測ろ

うというのがアプローチです。ですので、そのフタコブというのは結果として出てくるか

もしれませんけども、あくまでその第一目標としては、その裏の状態をできるだけ外乱の

ないところで狙う。結果的に2層目の継ぎ目の影響を受ける可能性もありますが、そこは

今、見出せない。推定はできていません。 

 もう一つは、その特異点に着目して南北を取ると。それは既に現時点で、その継ぎ目か

ら離れたところにも高いものもありますし、その部分を狙って掘っていくことで、その裏

の線源を汚染を見ることで、この分布がある程度、また形が変わるんじゃないかという視

点なので、両方とも、多分そういうことなんじゃないかと私は思っているんですけども、

いかがですかね。 

その上で、その2層目の継ぎ目を介して物が出てくれば、そこに堆積しますから、そこ

に多分一定の汚染量はあると思うんですけど、それは今、ちょっと推定としてなかなか難
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しいんじゃないかというのが、これまでの測定から言えることです。 

○金子対策監 ほかにございますか。 

 ちょっと、ちなみに金子から、この高い点が総量の評価に影響するという、ボリューム

とかインパクトですかね、はどの程度かということにも、きっとよるとは思うんですけど、

例えば、この58番というやつは、測定しなくても別にそれぐらいの山が、小さな小山とい

うか、鋭い山があったところで、総量にはそんなに影響しないんですという評価であれば、

別にあまり考えなくてもいいのかもしれないんですけど、そうでないとすると、測ってお

かないと、かなりボリュームに効いてくるのではないかという気もするんですが、そこは

どうなんですかね。 

○岩永企画調査官 そこははっきりしていまして、このシールドプラグ全体を1.5m高さで

測定をしています。そういった点で、この継ぎ目というのはあまり高い線量として出てき

ません。その原因は、線源として非常に小さいので、この部分の線量というのは効かない

んですね。すなわち、全体量としては、やはりシールドプラグ全体の散乱性を測っている

ことで、全体を押さえていますので、今回、3cmという非常に近いところに検出器を置い

て、目の前の堆積物だとか、その周りの中に入っている、その堆積物の影響を受けている

というのはあると思っています。 

 ただ、500とか、そういうことになってくると、そこに堆積しているものを幾ら換算し

ても500にはならないので、これはもしかしたら下からのストリーミング、要はすり抜け

てきている放射線なんじゃないかとか、非常に固着したものが一定程度下にあって、それ

が線源になっているんじゃないかというか、なので、そこは確認したほうがいいねという

議論をしているので、今の御質問に対しては、このすき間が大きく……。 

○金子対策監 ごめんなさい。金子です。 

 僕はすき間のことを言っているんじゃなくて、58番という南北のすき間から離れている

やつのことを申し上げたつもりなんですけど、それが1点あっても別に同じだということ

かね。 

○岩永企画調査官 ごめんなさい。それは原因として、なかなかまだ分かりません。ここ

が高いというのは、なかなかそのすき間だとか、そこの塵の状態とかということからも随

分高いので、ここ自身は実は高いかもしれないというところで、ここは見たほうがいいと

思っています。すみません、ポイントがずれていました。 

○安井交渉官 いや、だから、金子さんが言うように、総量を知ろうとか、全体の分布を
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正確に知ろうとかという目的は、いや、確かに廃炉をするためには必要なんじゃないかな

と僕は思うんですよ。そのためなら、それはもっといっぱいやらないと駄目なんですよ。

たくさん掘らないと、その10個なんていうオーダーでは、だって、これを見たってすかす

かでしょう。だから、もっともっといっぱいやらなきゃいけないんです。 

 でも、それは廃炉実施主体がやるべきことが問題だと思っていまして、我々がこういう

分布が存在することの確証を得る、それから、ちょっと今まで測っていたのは数値のバラ

ンスの問題があって、前回の10倍とかと言っている数値がここの数値とぴったりうまく合

うかいという問題なんかをやるためには、できるだけ外乱のないデータを取ったほうがや

りやすいんですよ。じゃないかなと僕は思うので、これ縦方向にしっかり取ったほうがい

いんじゃないのと、こう言っているというのは、この前の5cmの穿孔もこの真ん中とこの

上にありましたから、ディファレンスも多いので、ただし、420のところだけは、特異的

にここだけはピンポイントで孔を掘ったらいいじゃないかと申し上げているんですよ。 

 ただ、この地図が本当にきっちり正しいかと、この高さが正しいかというのをやるため

には、もっと特にこの45°の角度というのかな、その辺のところが非常に測定点が薄いこ

とはたしかなので、それはちょっとそういう目的のために事業主体がやらないとね、でも、

それはちょっと僕らの目的ではないだろうって。だから、僕は冒頭にね、ちょっと二つ違

う立場があるんですよというのを解説したんですけどね。 

○金子対策監 ほかにございませんか。 

 ちなみに、テレビ会議できっと我々の更田委員長が参加していただいていると思うんで

すけど、何かコメントはございますか。見ているとは限らないかもしれないのですけれど

も。 

○更田委員長 いえ、結構です。 

○金子対策監 ありがとうございます。その範囲で考えよという御指示だと理解をいたし

ました。 

 東京電力、いかがですか。何か我々ばっかり議論しているみたいな形になっちゃって申

し訳なかったんですけど、それなりに作業を判断する材料になったかどうかと、助けにな

ったか、混乱させちゃっただけかも、もしかしたらしれないと思うと、ちょっとあれです

けど、いかがでしょうか。 

○東京電力HD（石川理事） すみません、東京電力の石川でございます。 

今、いろんな御意見を拝聴したところで申しますと、我々もやっぱり廃炉としては次の
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ステップに進みたいとは思っていますので、東電の資料の265ページにあるようなところ

で、できれば2週間ぐらいを使って、できることは取得したい。これを今はちょっとモッ

クアップをしますので、1週間でロックを開けるか、開けるか分かりませんけれども、そ

こで計画はしたいと思っています。 

今はやはり今後のことを考えたときに、今しなきゃならないような、ここの部分は遮蔽

をしますので、大括りで2層目の状況をつかもうとするところは、かなり賛同するところ

ではあるので、今、議論を聞いていて思っていたところは、縦方向を取って420番の特異

点を取ってというようなところと、あとは、継ぎ目の効果は、この先、ここにアクセスす

るときには必ず必要になるので、まず今の状況は取っておきたいなというところと、我々

のどこまでできるかという組み合わせで決めていきたいなとは思っています。 

実際、この燃料取り出しが終わった後にデブリということになって、特に2号は上から

のアクセスがかなりの確率で必要だろうと思われていますので、このシールドプラグの処

置を考えたときには、これだけの調査では不十分なので、実際に貫通孔を空けて1層目と2

層目のすき間の付着状態だとか、特にこれがつり上げようとすると、すき間のところの段

のところも露出しますので、このときにどう対応するかといった計画を作らなきゃならな

いので、かなりの詳細な調査が要るということは認識をしていますので、まず現状は大括

りで状況をつかみながらというところではないかというふうに考えております。 

以上です。 

○金子対策監 分かりました。方向としては、東西中心にプロファイルを取るのは、それ

を考えながら特異点を幾つ取るか、それから、その間隔をどれぐらい取れるかというのは、

ちょっと作業工程との関係で考えると。 

○東京電力HD（石川理事） そういうふうに考えております。 

○金子対策監 了解です。それで、多分、皆さん御異論はなさそうな気がしますので、ま

た具体的な点を決めることについては細かく調整をさせていただければと思います。 

 では、この点は以上にさせていただければと思います。 

 それでは、議題の3番目です。先ほども三者と御議論したときに、有機可燃性液体の発

生の話をしましたので、それについて、これはJAEAのほうからと、それから、東京電力か

ら資料を頂いております。資料の4-1と5-2でございますけれども、251ページから269ペー

ジから、それぞれございますので、簡単に、ちょっと時間も押しておりまして、ごめんな

さい、私の進行が悪くて、御説明をいただけたらと思います。 
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 JAEAからお願いできますでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（永瀬副センター長） JAEAの永瀬が説明いたします。聞こえ

ますでしょうか。 

○金子対策監 はい、聞こえております。 

○日本原子力研究開発機構（永瀬副センター長） では、我々が格納容器内の有機材料の

分解と、それから、発生ガスに関連いたしまして、実験、分析を検討し準備しております

ので、それについて御紹介いたします。 

 次のページをお願いいたします。 

 背景につきましては、今日の検討会の中でも話が出ましたので、詳しくは説明しません

けれども、福島での事故の際に有機ガスが燃えたのではないかというような話が示唆され

ておりますので、その確認、検証のために、可燃性有機ガスの発生源とか、それから、発

生する有機ガスの成分や量について知見を得ること、これが目的でありますし、動機でご

ざいます。 

 次、お願いします。 

 現状、どういった知見があるかということでございますけれども、前回の検討会におい

て東電さんが説明されましたけども、ガスが出るソースとして何があるかということです

けども、ケーブル被覆とか塗料とか、それから、MCCI、それから、制御棒の分解から出る

可能性があるということが説明されております。 

 加えて、PCVの内部調査によって得られまして、ここは損傷が大きいですけども、ここ

はあんまりないかなというのが発生源を考える上で一つの情報でございます。 

 次、お願いします。 

 同じような実験が過去になされていないか、ちょこっとだけ調べたんですけれども、結

構、古い実験の結果がぱっと見つかりまして、いろんな有機材料を加熱しています。 

 ここから分かることは、ゴムとか、それから、様々な有機材料を加熱すると、いろんな

有機、無機材料が発生するということが分かっております。ということは、今回、PCV内

での有機材料を加熱した場合では、多分、たくさんのガス、いろんなガスが出てくるんじ

ゃないかということが予想されます。 

 次、お願いします。 

 以降は実験の内容について検討した結果でございますけども、まず初めに説明しなきゃ

いけないのは、さっき従来知見の話をしましたけれども、非常に分子量が違う有機、無機
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材料がたくさんいろんなのが出てくるということがございます。また、こういった発生と

いうのは条件に依存するので、それを分離して定量化するというのはなかなか難しいです

し、そもそも実験のアレンジが、そういった様々な材料、あるいは条件に依存する場合、

セッティングするのはなかなか難しいということで、簡単ではないなと、実験データが出

ました、このとおり、右から左に結果を示すということは難しいかなということを予想し

ております。 

 ということで、まず、当面3月までに行う実験といたしましては、検討するための基礎

データ、あるいは、条件が変わったときの参考データとするような取りあえずのデータを

取るということは、まずやることかなと考えております。 

 今年度行う実験、分析の対象といたしましては、ここに示しますような計装ケーブルの

絶縁材とか、それから、シース材、あるいは、保温材について過熱して分析を行うという

ことを計画しております。 

 次、お願いします。 

 実験、分析の中身ですけども、ステップ1といたしましては、熱重量測定、それから、

示差熱分析、質量分析を組み合わせたものを行います。 

 試料を一定の昇温速度で加熱して、重量変化、それから、熱分解時の吸熱量とか、それ

から、熱分解生成ガスに由来する物質の分子量を連続的に測定・分析いたします。 

 顕著な熱分解が生じる温度範囲を把握するとともに、熱分解生成ガスの成分を大まかに

推定するというのが、このステップでの目的でございます。 

 それから、ステップ2、これはガスクロマトグラフと、それから、質量分析を組み合わ

せたものです。 

 試料を所定の温度範囲内で加熱して、生成したガスの成分を分離した後に、マススペク

トルをとりまして、ライブラリと比較することで成分を同定しようというものでございま

す。 

 試験条件につきましては、SAコア解析コードを使った解析で、大体、PCV内の温度分布

を測定したり、雰囲気については情報を取得して、それを参考にした上で試験を行ってい

こうというふうに考えております。 

次、お願いします。 

これはステップ1の中身をスケマティックに示したものでございまして、温度変化に伴

う質量変化とか、それから、どういった分子量のものが放出されているのかというのを測
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定しいてまいります。 

次、お願いします。 

それから、これはステップ2の流れでございますけれども、取得したデータをライブラ

リと比較して成分を同定するという分析内容になっています。 

次、お願いします。 

期待される知見でございますけども、今年度3月までに行う分析では、有機材料の熱分

解反応が生じる温度とか、生成される主なガスの種類とか、生成量などの基礎的なデータ

が取れるというふうに考えております。 

下側は、最終的に次年度以降の試験も含めた結果ですけども、事故の分析に必要な有機

ガス、いつどのようなものがどれだけ出たのかということの推定とか、それから、可燃性

ガスの総量とか組成を推定していきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○金子対策監 ありがとうございます。 

 それでは続きまして、資料の5-2、東京電力のほうから御説明をお願いしてもよろしい

でしょうか。 

○東京電力HD（菊川GM） 東京電力の菊川です。 

時間も押していますので、手短に御紹介したいと思います。 

 270ページを御覧ください。これは前回の会合のほうで御紹介しました試験体の御紹介

でした。 

 それで、前回は塗料のほうを4種試験をしたいと、すみません、前回、この下の表でご

ざいますけども、試料としましては塗料を4種類する方向で考えておったんですけども、

その後に、2種類の塗料について、もう製造中止になっているということが分かったとい

うことと、あと、前回の規制庁殿のほうから、保温材についても一部調査してはどうかと

いう御助言があったので、ちょっと1F3号機で使われているウレタン系、ポリイミド系が

調達できるかというところをちょっと当たったところ、何とか入手できるという見通しが

立ったので、今回はこの7種類について試験をやりたいというふうに今は考えてございま

す。 

 簡単に試験のやり方ですけども、271ページ目を御覧ください。 

 まず、先ほどのJAEAさんと同じような形になりますけれども、予備試験という形で、重

量変化を温度領域の状態を見ながら確認したいと思っています。 
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 先に272ページを御覧ください。 

 イメージは先ほどのJAEAさんの絵と同じですけれども、温度勾配ですね、0℃から500℃、

600℃という形で振っていったときに、どの領域で卓越して重量が変化するかと、裏返せ

ば、そこからガスが出ているだろうということで、こういった形で物性が変わる領域を一

旦確認いたします。 

 また、2ページ目のほうに戻っていただきまして、あとは本試験ということで、下に本

試験のイメージが書いてございますけども、まずは、試験の温度としては200℃と1000℃、

これは200℃は格納容器の限界温度の200℃と、1000℃は試験装置の限界温度ということで

設定しているのと、あとは、200℃～1000℃の間につきましては、先ほどの試験のデータ

を見て、ピークは1個なのか、2個なのか、そのピークに応じて試験条件を設定したいとい

うふうに考えています。 

 最終的に、試験はそれで出てくるガスの性状を見るのと、あとは材質の変化を見るとい

うことで、FT-IR試験、SEM-EDXを取るようなことを考えています。 

 スケジュールとしましては、今は概ね試料のほうがそろいましたので、11月から予備試

験、来年に入ってから本試験をやりたいなというふうに思っています。 

最後のページ、これもイメージでございますけども、273ページですが、先ほど言った

ガス分析のほうは真ん中の絵でふわふわ描いてあるところで書いていますけれども、JAEA

さんと同じように、ガスクロを使ってまず分析をしたいと。 

あとは、試料の前後ですね、熱劣化前と後で例えば左側に書いていますけども、FT-IR

のデータを見て、要はピークに立っているCH2とかのこの量が前後でどれぐらい変化した

か、減った分が分析側でちゃんとキャッチされて、思っていた形で拾われているかという

のを相対的に見るような形をもって、ガス分析精度も検証しつつ、試験のほうをやってい

きたいというふうに今は考えてございます。 

御説明は以上になります。 

○金子対策監 ありがとうございます。 

 双方で類似のものを対象に、似たようなテストをして、相互に比較をして検証するとい

うような形で計画がされていると理解をしております。 

 中身について細かなところを今日ということではありませんけれども、何か皆様方から

お気づきの点とか、ここはこういうふうに何かをそろえたほうがいいんじゃないかとかあ

りましたら、御示唆なり、御助言いただければと思います。どなたからでも結構です。 
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 安井さん。 

○安井交渉官 多分、そのJAEAがやるためには、東京電力が材料が提供されないとできな

いと思うんですよね。だから、それがあるんじゃないですか。 

○岩永企画調査官 岩永です。 

 試料については、今回は保温材だとかを含めて幾つか、多数の試料なんですけど、これ

ですね、これまでSGTS室のフィルタユニット内の水の試料だとか、2号機のスミアサンプ

ルであるとか、従来どおり、我々、現地で採取も手伝いましたけれども、東京電力側から

JAEA側に分析を依頼するという、従来の形で進めていくということでよろしいかと思って

おりますが、両者ともそのような流れでよろしいかというところで、その点、よろしいで

しょうか。 

○東京電力HD（菊川GM） 東京電力の菊川です。 

 試料のほうは弊社のほうから、ちょっと量的に足りるかというところは御相談かなと思

っておりますけれども、御提供することで考えさせていただいています。 

 あと、弊社側の試験のほうは試験のほうで、今、御紹介した形で実施する方向で今考え

ております。 

○金子対策監 ですから、あれですね、JAEAの255ページの表と、東電の270ページの表を

見比べれば、同じものが突き合わされて、JAEAのほうはその内数のような形で、手法は若

干似ているけれども、実際の施設が違ったりしますけれども、そういう形で相互の比較が

できるような、同じ対象物についてやるという形で計画しているという方向だと承知して

おります。近々、そういう試料の受け渡しというようなことも行われると承知しています

ので、早急にできるように準備を我々も協力させていただければと思います。 

 ほかございますか。よろしいでしょうか。 

 これはもう実施をあとは待つだけで、また結果が出てくれば、皆さんと共有をしながら、

何が起きていたのか考える材料とするということにしたいと思います。ありがとうござい

ます。 

 それで、あと最後、その他の中に、今日は東京電力から資料の5-3で、SGTS系配管の撤

去の作業の状況などを御紹介をしていただく資料を作っていただいております。 

 作業の状況が自己分析に直接というよりも、ここからどんなサンプルを採るかというと

ころが、一つ御紹介のポイントだと思います。ページで言うと、288ページとか、289ペー

ジのところに、配管のγカメラでの汚染分布測定をしますとか、それから、実際に配管を
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輪切りにしてサンプルとして保管をしておくというようなこと、それから、汚染の高いと

ころについては、内部にいわゆるスミヤの手法でサンプルを採っておいて、それを分析を

する素材とできるようにしておくというのが大きな三つの柱だと思いますけれども、東京

電力から何かこれはということで、追加で説明しておいたほうがいいようなことがあれば、

お願いいたします。 

○東京電力HD（松本GM） すみません、東京電力の松本と言います。 

 前回御報告した内容と大きく変わっているところはございませんけれども、変わったペ

ージだけちょっと簡単に御紹介申し上げたいというふうに思います。 

 ページで言いますと、工程表は別にいたしましても、14ページ目のところにγカメラの

配置、概ねこの辺だろうということで、10月8日に規制庁さんが現場のほうにおみえにな

られまして、そういったお話をさせてもらったというものを反映をしているというのが14

ページ目。絵の中にγカメラというふうに書いてございますが、このような形で実施をす

るというところと、スミヤに関しましては、最後のページから二つ目、30ページ目になり

ますが、これ参考でございますけれども、スミヤに関しましても、やはり1ポイントごと

に採っていますと、被ばくというところもございますので、3点なるべく当時に採れるよ

うな、あまり無駄のないような採取の仕方ができないかというところで、現状は検討して

いるというところでございます。 

 また最後に、工程表が2ページ目にございますけれども、今現在、切断のモックアップ

をまだ実施をしているところでございまして、これらが今月中に終わる予定でございます。

それらの資機材を1Fの中に運び込みまして、今は早ければ11月の中旬から、以前は10月の

下旬というお話をさせてもらっていたのですが、若干遅れまして、11月の中旬から切断、

さらに切断した配管の調査などを実施をしてまいりたいというところでございます。 

 あと、今回、資料をいろいろ提示してございますけれども、一部修正箇所がございまし

て、ページで言いますと8ページ目のところで4行目、測定方法はP18参照というところで、

今回は配置をちょっと変えておりまして、ページがちょっと違うものですから、会議後に

修正をさせていただければというふうに思っております。 

 報告は以上となります。 

○金子対策監 ありがとうございました。また、修正については後で手配をしておくよう

にいたしたいと思います。 

 特に何か御質問とかございますか。 
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 安井さん、お願いします。 

○安井交渉官 質問ではなくて、γカメラをこの289ページで、γカメラをやるのは、も

うセットアップのあれも決まっていますから順次やりましょうと。それで、配管でこの汚

染の高い、ありそうなところをまたぐように切るのもいいと。 

 それで、確かに、こういう汚染物は何なんだという、汚染物のサンプルをちょっと採る

というのは意味があると僕は思っているんですけれども、スミヤをここでやるのは、かな

り線量的問題があるというふうにも聞いていますし、別途、この5cm幅のサンプルを輪切

りにして、サンプル容器に入れちゃってからね、しかるべき人って、これやりたい人はた

しか杉山さんだったと思うんだけど、いやいや、スミヤをしましょうと言ったのはね。だ

から、ここのほうが遮蔽もしやすいし、汚染物も5cm分だから限定されているので、別途、

ここに採りに行くというふうにしたほうが合理性が高いんじゃないかなと思うんです。 

 だから、東電がやることは、γカメラを撮ること、適当な間隔で切ること、切ったやつ

についているちょっと化学形態が分かるような汚染物サンプルを採ること、それから、あ

と5cmの輪切りにして、このサンプルの容器に入れることというんじゃ駄目かなと、こう

思うんだけれども、スミヤ提案者はどうでしょうかというのが質問なんですけど。 

○日本原子力研究開発機構（杉山ディビジョン長） JAEA、杉山です。 

 まあ、スミヤ提案者といいますか、こういうところの情報は非常に役に立つでしょうと

いう、そういう意味で申し上げたとは思いますけれども、サンプル採取自体は、具体的に

はJAEAの者がそちらに行って採取するということで、かなり東京電力への作業員登録とか、

いろいろな諸手続、あと、教育訓練とかあると思うので、ぱっと行ってぱっと採ってくる

というわけにはいかないとは思います。 

 あとは、その採取したサンプルを、またどうやってこちらに運ぶかとか、そういった問

題も法定上の問題もあるかとは思いますけれども、こちらのスタッフで基本的にはできる

ところはやらせていただきたいとは思っております。 

○安井交渉官 逆に言うと、東電から見ると、自分たちが若干被ばくしちゃうけども採る

という道もありますと。だけど、その従事者登録か何かをして、測定のプロの人たちが採

るほうがいいというと、どっちがいいんですかというと、どっちがいいんでしょう。 

○日本原子力研究開発機構（杉山ディビジョン長） ちょっと、すみません。JAEA、杉山

です。 

 測定のプロと言われると、ちょっと誤解を招くんですけど、我々は普段、汚染してない
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ことを確認するためのスミヤサンプルの採取はよくやっていますけれども、汚染物の採取

というのはほとんどやったことがないというのを最初に一応申し上げておきます。 

○東京電力HD（松本GM） 東京電力の松本でございます。 

 それらは習熟を上げるというわけではございませんけれども、ダミー配管などを使いま

して、スミヤの測定、腕を上げていきたいというふうには思っております。 

 被ばくに関しましても、御心配なされているところはごもっともでございまして、我々

も合理的に測るために、3点をうまく同時に測って、小さい被ばくで済むような形で進め

てまいりたいというふうには思っているというところでございます。 

○金子対策監 先ほどの御説明の現場でやるものは、いずれにしても効率的に、その被ば

くの影響をできるだけ最小限にして、その切り取ったサンプルで、もし後から精密にもう

ちょっと分析を精度を上げたいとか、何かが分かりたい目的でこういうことをやりたいと

いうところは、やる人がどうするかというのは、またそのときに考えるとして、後でやる

ということだとは思いますので、逆に言うと、多分、安井が申し上げたのも、今回のシリ

ーズで現場でやることで、あんまりいろんなことをやって、被ばくが大きくなるようなこ

とは考えずに工程を進めましょうねという、そういう御提案だと思いますので、そのよう

な方針でよろしいですよね、ということでよろしいかと思います。 

 それでは、今日予定をいたしました資料、話題は以上でございます。 

 特に全般を通して、何か今後の進め方なり、コメントなり、お気づきがあれば頂戴でき

ればと思いますが、よろしいでしょうか。 

 次回は、また発電用原子炉設置者の方々との意見交換、まだPWRを含め残っております

ので、それを進めさせていただくのと、また、現地調査で進捗があったものについては御

紹介をしてということで進めることを準備をしたいと思っております。 

 では、皆様から特にないようでしたら、以上で第23回の事故の分析に係る検討会、終了

させていただきます。長時間にわたり御議論いただきまして、ありがとうございました。 

 

 


